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１ 基本方針・事業目標 

（1）西岡公園・西岡中央公園 管理運営方針 

公益財団法人札幌市公園緑化協会（以下、「当協会」といいま

す。）では、西岡公園及び西岡中央公園（以下、「当公園」とい

います。）の特徴を最大限に生かして、魅力ある公園として多く

の市民にご利用いただくため、当協会の ≪理念≫ と運営方針に

掲げる ≪「５つの K」≫ を基とした 5 つの方針と、西岡公園

を『水と緑に恵まれた多様な生物の生育・生息地』『環境学習の

活動拠点』、また西岡中央公園を『多様な利用・年齢層が集う地

域の公園』と位置づけて取り組むための 3 つの方針とを合わせ

て、次ページ以降のとおり基本方針として掲げます。  

公平

公開環境

効率協働

公平

公開環境

効率協働

公益財団法人札幌市公園緑化協会の理念と運営方針 

管理運営の基本方針 

 ≪理念≫ 
私たちは、札幌市民との相互信頼のもと、みどりを通じた心豊かな持続可能なまちづ
くりの実現と、みどり豊かな札幌の次代への継承に貢献します。 

≪運営方針≫ 

上記理念の達成のため、次の５つの方針を柱とし、指定管理者として公園の価値を高
めることに日々努め市民の満足度向上につなげます。 

公園の価値を高める「５つの K」 

公
平

 

公園・施設でのサービスの提供においては、平等・公平を最優先して、単な
るサービスに留まらず、誰に対しても思いやりと感謝にあふれた真のホスピ
タリティを目指します。 

社会情勢の変化や市民のニーズに対して迅速で的確な対応をとり、校正
で透明性のある、開かれた公園・施設の運営に努めます。 

長年の公園・施設管理において培った実績・ノウハウを基に、長期的な視点
と即対応の視点の両面から、公園・施設の効率的・効果的な管理運営を行
い、経費の削減と安定した質の高いサービスを実現します。 

ボランティア等の市民協働による公園・施設管理を推進するほか、ファン、
リピーターを増やす取組により、公園・施設を核として地域の人や資源のつ
ながりを創り出すことで、地域の活性化に貢献します。 

環境マネジメントシステムの運用により、環境負荷低減や生物多様性保全へ
の取組を維持・向上させ、市民の財産であるみどりを次代へ継承します。 

公
開

 
効

率
 

協
働

 
環

境
 

１．平等・公平な利用の機会を確保し、公共の福祉増進の場としての利用効果を高めます。 

２．関係法令・条例等を遵守し、利用者や市民の声の反映に努め、開かれた管理運営による安

全で安心、快適な利用環境を提供します。 

３．資源・施設の長寿命化を念頭に置き、効率的な管理運営による経費削減を図り、安定した

質の高いサービスを提供します。 

４．コミュニティ活動の拠点の一つと位置付け、市民や関係諸団体・機関との連携・協働を推

進し、資源の積極的な活用を図り、活動の場としての魅力を高めます。 

５．都市における多様な環境圧の下、みどりの保全と環境負荷の低減を目指します。 



 
3 

西岡公園・西岡中央公園の管理運営における基本方針 

 
１．森林、水系、湿原を有し、多様性に富む西岡公園の自然環境の価値を高めま

す。公園の利用と自然の保全のバランスを保ちながら、西岡公園の自然を市

民の貴重な財産として後世に継承していくことに重点を置いて管理運営を行

います。 
２．西岡公園を環境学習の活動拠点とするために専門職員を配置し、市民と自然

をつなぐ架け橋となり、西岡公園の魅力を多くの市民に伝え、市民の生涯学

習や憩いの場所としての利用価値を高めます。 
３．地区公園として園内に豊かな林地を持つ西岡中央公園については、公園の特

徴を生かし、自然観察、スポーツ利用、健康増進、憩いの場所として、市民

が活動しやすい環境づくりを目指した管理運営を行います。 

 

（２）事業目標 

当公園の管理運営に当たっては、前述の特徴を踏まえ、当協会の基本方針を基に次の 4 つ

の事業目標を立て、その達成のために各種の事業に取り組みます。 

事業目標１ 生物多様性保全への寄与 

① 緑と水が豊かで、多種多様な生物が生息する西岡公園において、専門スタッフ・ボラ

ンティアによる動植物の生息調査を行い、希少生物を含めた生物多様性の保全や環境

教育等に役立てます。 

② 生物多様性保全活動を行っている団体や教育機関との連携・支援に努めます。 

③ 生物多様性に配慮した緑地の維持管理マニュアルを作成し、適切な管理に生かしま

す。 

④ 地域協働による生物多様性の保全活動やガイドツアーなどを開催し、地域の人と自然

を長期的につなげるよう努めます。 

事業目標２ 自然と歴史の情報発信 

① 自然にふれあいながら身近な生態系について学ぶイベントを実施します。 

② 取水塔や水源池の歴史的背景を含めた公園の成り立ちを通じて、自然環境や文化財の

魅力を発信します。 

③ 展示室では、季節に応じた動植物の生体展示や外来生物についての分かりやすい解説

をすることで、生物相の紹介と公園利用時のマナーを啓発し、自然環境の保全に努め

ます。 

④ 西岡公園の公式ホームページを活用し、公園の自然情報をリアルタイムに提供してい

きます。 
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事業目標３ 地域や市民、専門家、行政との連携による公園管理 

① ボランティアコーディネーターを配置して、看板作りや植物調査、花壇管理など、公

園管理に関わるボランティア活動の場を継続的に提供・サポートし、市民協働による

公園管理を推進し、地域の活性化につなげます。 

② 公園管理の重要課題については、公園の利活用や保全方法を検討する市民意見交換会

（西岡自然パネル等）において、市民やボランティア、専門家、行政等と共に検討

し、連携して対応していきます。 

③ 強風時の風倒木や、水源池・月寒川の増水、ヒグマの出没など、園内及び周辺で想定

される様々な危険への対応として、関係機関との連携体制により、利用者への迅速な

周知と安全対策を実施します。 

④ 西岡中央公園のパークゴルフ場や多目的広場については、維持管理に関わるボランテ

ィア団体とともに、利用者の要望を取り入れ、快く健康の増進を図れるように努めま

す。 

事業目標 4 効率的な維持管理による施設の長寿命化と環境負荷の低減 

① 計画的な予防保全や事後保全を組み合わせ、施設・設備のライフサイクルコストを縮

減するとともに、公園施設の長寿命化を図ります。 

② 当協会の環境マネジメントシステムに基づき、豊かな自然を有する当公園において、

環境負荷を低減する管理運営に努めます。 

③ 多様な生物が生育・生息しているため、これらの保護を優先し、化学農薬は使用しま

せん。 

④ 園内で発生する植物残渣の堆肥化や剪定枝のチップ化など、植物リサイクルに積極的

に取り組み、環境への負荷を低減します。 
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２ 令和５年度事業計画 

（１）事業の内容  

① 園地の維持管理について 

樹木育成管理、芝生維持管理、運動施設管理、園地清掃、トイレ清掃、一般ゴミ排出量の

削減、園内発生植物系廃棄物リサイクル推進 

 

② 西岡公園管理事務所・展示室の管理運営について 

受付、案内、自主事業、ショップ運営、清掃・防災警備、施設全般の安全管理、上下水道

管理、環境教育普及事業 

③ 運動（有料）・サービス施設の管理について 

    受付、案内、料金徴収、安全管理、自主事業、清掃、防災・警備、庭球場の有料施設管理 

④ 管理事務について 

    業務計画や作業計画の作成、作業の指示、物品の購入、緊急時の対応、受付 

案内、公園利用調整・集計、公園の広報、苦情対応、管理報告書の作成、清掃 

事業計画書の作成、警備・防災・消防計画、施設修繕計画作成、貸与備品管理 

栽培・設備管理マニュアルの作成、管理技術の職員研修、接遇に関する職員研修   

⑤ 公園の安全確保に関する業務 

園内の巡回警備、常駐警備、施設点検・修理 

遊具等の点検・修理 

⑥ ボランティア活動の支援について 

ボランティア活動の育成・指導、機材の貸し出しや資料・資材の提供 

ボランティアの活動調整 

⑦ 公園での自主事業について 

自主事業計画の作成及び運営 

ショップ運営、園内ガイドの計画・運営、その他イベントの企画・運営、支援団体事務 

小中学校総合学習支援、講師派遣、公園ＰＲのための講演等の諸活動への参加 

 

⑧ 駐車場の管理について 

巡回警備、規制看板の適時設置、駐車場利用調整 

⑨ 冬期間の公園利用促進について 

     園路・駐車場の除雪 

    冬期スポーツ用品（スノーシュー）の貸し出し 

ボランティア団体等と協働での各種イベント運営 
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3 地球温暖化防止対策、環境配慮の推進に向けた基本的な考え方 

人類の活動が原因となり進行している地球温暖化は、一朝一夕には解決できない大きな問題

ですが、地球上のすべての人、とりわけ大きな影響を及ぼしてきた先進国の人々は、温暖化が

もたらす様々な影響について意識し、その防止に向けて一人ひとりができることに取り組む責

務があります。 

札幌市では平成 20 年に「環境首都・札幌」宣言を世界に向けて発信し、平成 30 年には

「第２次札幌市環境基本計画」を策定し、2050 年に向けた札幌市の環境の将来像として、

『次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市「環境首都・SAPP RO」』を掲げて

います。 

また、令和２年２月には、「ゼロカーボン都市」達成に向けた宣言、令和３年３月には、「札

幌市気候変動対策行動計画」を策定するとともに、「札幌市気候非常事態宣言」を発し、持続

可能な脱炭素社会の構築に向け、気候変動対策への取組強化を呼びかけています。 

今後は生物多様性の保全や、資源・エネルギーの有効活用などの要素に加え、市民の意識や

取組をより一層高め、市民協働による「持続可能なまちづくり」を推進することが特に求めら

れています。 

当協会では、平成 17 年度に環境マネジメントシステム（以下、「EMS」と略します。）を

構築して運用を開始し、平成 18 年３月に ISO14001 の認証を取得しました。そして、平

成 25 年５月には北海道環境マネジメントシステムスタンダード（HES）の認 証（ステップ

１）を取得し、ISO14001 から切り替えて、自主性・効率性を重視した環境活動の取組を継

続しています。 

当協会は、市民の財産である公園を管理する者として、市民の「環境に対する厳しい目」に

応える管理をする責務があるとともに、市民には公園利用を通じて、環境について考え、学

び、行動する機会を提供する必要があると考えます。 

当公園の管理運営においても、当協会が運用する EMS に基づい

て、環境への配慮に積極的に取り組みます。 

１）取組についての基本的な考え方 

当公園及び周辺地域は緑豊かな環境を有することから、これら環

境の保全と環境意識の啓発は公園管理において重要であり、当公園

は、市民にとってかけがえのない特徴のある緑空間であることから、この良好な環境の保全

と市民利用の両立を図れるよう、しっかりとした環境配慮の意識を持って管理を行っていき

ます。 

当協会では、環境に配慮した公園管理の実施において、次ページに示す「公益財団法人札

幌市公園緑化協会環境方針」をその基本的な考えとしています。 
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 2）生物多様性の保全に関わる取組 
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西岡公園は、森林に囲まれた豊かな水辺と湿地の環境が特有の風景を創出し、多くの動植

物を育んでいます。これらの環境を将来にわたって保全していくため、当協会では園内の動

植物や自然環境について、ボランティアや子ども達などとの市民協働により、継続的に調

査・モニタリングをしてきました。その成果を含め、市民に西岡公園でみられる生態系や外

来種等の問題について、体験学習やガイドウォーク等の開催、公式ホームページ・展示等に

よる情報発信に努めてきました。 

また、西岡公園でみられる外来生物による生態系のかく乱に対して、市民への普及啓発の

ほか、その影響の低減に取り組んできました。特に、特定外来生物オオハンゴンソウについ

ては、平成 23 年度から毎年、市民協働により駆除に取り組み、一定の成果が上がっていま

す。 

今後も、これらの市民協働を継続し、生物多様性保全に積極的に取り組んでいきます。 

3）当公園における今後の取組 

令和 5 年度、当協会が EMS で取り組んでいる目的・目標は、次のとおりです。 

当協会 EMS の環境目的・目標 

・電気使用量の削減 

・残業時間削減（電気使用量削減・ワーク・ライフ・バランス推進） 

・特定外来生物の侵入軽減 

・食用廃油の回収量増加増（当公園以外の一部公園） 

今後も、当協会の EMS に基づく取組を継続するほか、自然豊かな当公園の特性に合わせ

て、単なる環境配慮にとどまらず、環境学習と関連させるなどの手法をとりながら、市民協

働による活動や、生物多様性保全の普及啓発につなげるなどの取り組みを進めます。 

その他、環境配慮に関連する具体的な取組として、当公園では次に示した項目について、

スタッフ全員で取り組みます。また、スタッフから環境配慮のアイディア、工夫等の提案を

募り、積極的に取り入れて改善に努めます。 

  



 
9 

①  物品やサービスの購入時の取組 

項 目 具体的取組 

グリーン購入 事務用品はグリーン購入法適合品を選択 

長寿命の見込める 
商品の選択 

長期的視点での機種選択 
（耐久性、メンテナンスや部品交換の容易さ） 

地域の産品や企業 
の積極的選択 

地域振興への貢献、及びマイレージ（輸送に係る環境
コスト）を小さくする考え方での選択 

② 物品やサービスの使用時の取組 

項 目 具体的取組 

電力使用量の削減 

エコスタイル（服装と温度設定）の実施 
（夏季クールビズ） 
屋内照明の積極的な消灯（不要箇所、外光利用） 
就業時刻前、昼休みの消灯（管理スペース） 
OA 機器類の適切な節電設定 
週 1 日ノー残業デーを設ける 
照明器具の定期的清掃、LED 照明への転換 
省エネ型自販機の選択導入 
積雪期等の不要な園路灯の消灯 

水の使用量の削減 手洗い蛇口、トイレ等の吐出量の調整 

OA 用紙使用量の 
削減 

両面コピーの徹底、裏面利用（メモ用紙等） 
電子データ化・電子決裁の推進 
勤怠システムの導入 

化石燃料使用量の 
削減 
（暖房、作業機械） 

エコスタイルの実施（冬季ウォームビズ） 
ＢＤＦ配合燃料の使用（リリートレイン、作業機械の
一部） 
暖房器具の適正な運転、点検整備 
作業機械の定期点検整備、作業時の出力調整 

自動車燃料使用量 
の削減 

環境性能に優れた車種の導入（エコドライブ表示付き
車 種の一部導入） 
アイドリングストップの励行 
急発進、急加速、空ぶかしをしない 
タイヤ空気圧の点検・調整 
経済速度の遵守 
不要な荷物を積載したままにしない 
自転車、公共交通機関の利用 

③  廃棄物に関する取組 

項 目 具体的取組 

ごみ排出量の削減 

自販機業者によるびん・缶・ペットボトル回収 
利用者へのごみ持ち帰り協力の周知 
ごみ発生量の少ない商品の選択 
（簡易包装、繰り返し使用、詰替え等） 

植物系廃棄物の 
再資源化、有効活用 

管理等で発生した植物系廃棄物（剪定枝、間伐材）の
リサイクル 
剪定枝、つる、木の実等を工作等の素材に利用 

 

 

 

 



 
10 

④ 生物多様性保全に関わる取組 

   

項 目 具体的取組 

在来種の保全 在来種の生息・分布状況調査 
外来種の調査・駆除 

生物多様性保全
に 
関する教育普及 

地域の自然、植生、生物等についての教育普及 
外来種等の問題に対する普及啓発 

減農薬管理 木酢やフェロモントラップなどを活用した植物の病虫害対策 
生物多様性に関
わる連携 

生物多様性さっぽろ活動拠点ネットワークに参加し活動拠点
施設として登録 

 

4 公園の管理体制 

（１）管理運営組織の確立 

１）責任者の配置及び組織の整備 

当公園の管理運営体制 

当協会は、指定管理者として、当公園に常駐するスタッフのほか、必要に応じて他公園ス

タッフの協力・サポートにより、適切な管理運営を実施しています。 

今後の公園管理体制や連絡・情報共有等についても、これまで以上に強化・徹底すべく、

次のとおり取り組みます。 

① 連絡・情報共有の体制 

毎朝、配置スタッフ全員でブリーフィングを行い、作業や各種状況等の情報を共有して

業務に当たっており、今度もこれまで培ってきたノウハウを生かし情報を共有します。ま

た、報告等の必要な記録はマネージャーが集約し、適切に処理します。 

② 管理運営系統 

当協会は指定管理者として、当公園配置スタッフのほか、知識・技術などを有する他公

園のスタッフや事務局スタッフのサポートにより、公園の良好な管理運営に努めます。 

また、当公園の管理運営体制を強化するため、業務や事業等の必要に応じて、当協会の

組織横断的な事業推進体制である「みどりの価値向上プロジェクト」（P.14）がサポート

します。 
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マネージャー（統括管理責任者）の配置 

当公園の現場責任者であるマネージャー（統括管理責任者）には、公園管理運営経験が豊

富で、植物栽培や公園管理に有効な資格を持った、当協会の正職員を配置します。また、マ

ネージャー不在時に対応するサブマネージャー（統括管理責任者代理）を配置します。 

当公園のマネージャーには、次の資質を有する人材を配置します。 

・市民や利用者の立場に立った管理運営と企画立案ができること 

・リーダーシップを発揮し、よりよい組織づくりと人づくりができること 

・経営感覚をもって公園を管理運営できること 

マネージャーは、公園における事業の企画立案及び実施、札幌市との協議・報告、対外的

な協議・調整、その他業務全体を統括し、責任を持って一元的に対応します。また、マネー

ジャーは公園の全スタッフを指揮し、管理運営を円滑に行います。 

  

西岡公園・西岡中央公園 管理運営体制系統図 

 西岡公園管理事務所 

マネージャー 
（統括管理責任者） 

公園を中心とした 
連携・情報共有 

支援 
サブマネージャー① 

（統括管理責任者代理） 
（ボランティアコーディネーター） 

報告・協議 

受付スタッフ 
(窓口兼事務補助) 

維持管理スタッフ 
①～③ 

(植物等維持管理) 

営
業
会
議 

経
営
会
議 

 （公財）札幌市公園緑化協会 

理事長 
専務理事 

事務局長・財務部長・センター長 

課長 
（事業・総務・経理） 

各公園マネージャー 

みどりの価値向上プロジェクト 
による公園のサポート 

サブマネージー② 
（ボランティアコーディネー

ター兼務） 

連
携
 
協
働 

 

指揮 

西岡公園 
運営協議会 

札幌市 

西岡公園 
ボランティア 
個人ボランティア 
ボランティア団体 

西岡中央公園 
ボランティア 
PG 同好会 
多目的広場 

西岡 
自然パネル 
地域の住民 

地域の市民団体 
ボランティア団体 

地域の大学 

公園活性化 
協議推進 
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業務分担の内訳 

当公園の管理運営においては、スタッフが次の職務分担表のとおり各業務を担当し、円滑

かつ効率的に業務を執行します。 

また、大規模なイベントの開催など人員が不足する場合や、当公園スタッフには対応が困

難な専門的視点や技術等が要求される事業等を実施する場合には、事務局や他公園からの応

援スタッフがサポートします。 

西岡公園・西岡中央公園 職務分担表（４月～１１月） 

職 名 担当業務内容 

マネージャー 
（統括管理責任者） 

【統括管理責任者】 
総合的マネジメントの遂行、コンプライアンスの確保 
公園利用者への平等・公平な管理運営、公園施設の保全と安全管理 
ホスピタリティ向上に向けた取組、効率的・効果的な公園管理運営 
公園維持管理作業指揮監督、その他公園に係るマネジメント全般 

サブマネージャー① 
（統括管理責任者代理） 
ボランティアコーディネーター兼務 

【統括管理責任者代理】 
マネージャー不在時の必要業務対応者、公園維持管理作業指揮補助 
ボランティアとの協議・調整、施設設備安全管理監督 
委託業務の調整・管理、事故・災害時の対応・処置 
公園利用者対応、利用案内・サービス、有料施設受付 
苦情・要望対応 
広報・催事の運営補助、自主事業等企画・運営補助 
報告書作成補助、現金・金券取扱 
その他公園の利用者サービスに係る作業 

サブマネージャー② 
（統括管理責任者代理） 
ボランティアコーディネーター兼務 

【統括管理責任者代理】 
マネージャー不在時の必要業務対応者、ボランティアとの連絡調整 
広報・催事の運営、自主事業等企画・運営 
公園利用者対応、利用案内・サービス、有料施設受付補助 
現金・金券取扱、その他公園の利用者サービスに係る作業 

管理事務所受付スタッフ 

公園利用者対応、利用案内・サービス、苦情・要望対応 
広報・催事の運営補助、自主事業等企画・運営補助 
報告書作成補助、現金・金券取扱、有料施設受付 
その他公園の利用者サービスに係る作業 

公園維持管理スタッフ①②③ 

園地の植物維持管理作業、設備等安全管理・維持・保全作業 
公園利用者対応、利用案内・サービス、園内巡回・清掃 
苦情・要望対応 
その他公園の維持管理に係る作業 

 

西岡公園・西岡中央公園 職務分担表（12 月～3 月） 

職 名 担当業務内容 

マネージャー 
（統括管理責任者） 

【統括管理責任者】 
総合的マネジメントの遂行、コンプライアンスの確保 
公園利用者への平等・公平な管理運営、公園施設の保全と安全管理 
ホスピタリティ向上に向けた取組、効率的・効果的な公園管理運営 
その他公園に係るマネジメント全般 

サブマネージャー① 
（統括管理責任者代理） 
ボランティアコーディネーター兼務 

【統括管理責任者代理】 
マネージャー不在時の必要業務対応者、公園維持管理作業指揮監督 
ボランティアとの協議・調整、施設設備安全管理監督 
委託業務の調整・管理、事故・災害時の対応・処置 
公園利用者対応、利用案内・サービス、苦情・要望対応 
広報・催事の運営補助、自主事業等企画・運営補助 
報告書作成補助、現金・金券取扱 
その他公園の利用者サービスに係る作業 
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【プロジェクトの活動事例（一部）】 

「外あそび」チーム公園を活用した子どもの外遊びの推進とその指導者の養成を目的とし

て、平成 28 年度から毎年度継続して外部の助成金を受け、多世代向け外遊びイベント

「公園であそぼ！」や指導者養成講座「公園あそびのヒント講座」を開催しています。 

 

 

有資格者と技術等の共有・活用 

現在、当協会のスタッフが保有する、公園・施設管理運営等に関係する主な資格は、次表

のとおりです。これらスタッフの資格や知識、技術など、あらゆるノウハウを活用して、管

理運営のレベルアップと利用者の満足度を高めます。 

 

主な資格者一覧 令和 4 年 6 月 1 日現在 
分野 資 格 名 人 分野 資 格 名 人 

植
物
・
園
地
管
理 

樹木医/樹木医補 1/1 

安
全
・
サービス

 

遊具の日常点検講習 52 
1級/2級造園施工管理技士 19/17 北海道農薬指導士 58 
1級/2級造園技能士 5/8 毒物劇物取扱責任者（一般/農業用品

目） 1/1 
1級/2級園芸装飾技能士 2/1 索道技術管理者 4 
公園管理運営士 47 食品衛生責任者 19 
グリーンアドバイザー 3 サービス接遇実務検定1級/準1級 1/2 
北海道フラワーマスター 1 サービス接遇実務検定2級/3級 21/61 
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ハンギングバスケットマスター 1 全身性障害者移動介助従事者養成研
修課程 3 

グリーンマスター 1 サービス介助士/准サービス介助士 3/1 
花育アドバイザー 2 

労
働
・
衛
生 

第一種/第二種衛生管理者 8/2 
メディカルハーブコーディネー

ター 2 職長・安全衛生責任者教育/安全衛生
推進者 8/15 

園芸療法リーダー2級 1 ワーク・ライフ・バランス推進員 2 
緑の安全管理士 1 メンタルヘルス・マネジメント検定

Ⅱ種 5 
家庭菜園検定2級 1 危険予知訓練トレーナー研修 1 
土壌医検定3級 2 社会保険労務士 1 
芝草管理技術者2級/3級 2/14 潜水士 1 
1級/2級土木施工管理技士 5/1 

救急救命 応急手当普及員/応急手当普及推進員 4/3 

危
険
物
・
消
防 

建築物環境衛生管理技術者 3 普通救命講習・普通応急手当講習 98 
甲種防火管理者/防災管理者 30/10 

自
然
・
生
態
系 

プロジェクト・ワイルド 11 
乙種防火管理者 2 グローイングアップ・ワイルド 2 
消防設備士甲種4類 1 自然再生士 6 
危険物取扱者乙種第4類 25 2級ビオトープ計画管理士/施工管理

士 4/7 
二級ボイラー技士/ボイラー取扱

技能 3/3 自然観察指導員 1 

資源循環 
破砕・リサイクル施設技術管理

士 1 生物分類技能検定3級 1 
特別管理産業廃棄物管理責任者 3 

車
両
系 

安全運転管理者/副安全運転管理者 1/4 

作
業
機
械
・
工
具
等 

刈払機取扱作業者安全衛生教育 64 大型特殊第一種運転免許 18 
チェーンソーによる伐木等特別

教育 45 大型第一種/第二種運転免許 2/1 
フルハーネス型墜落制止用器具特

別教育 32 牽引免許 1 

ロープ高所作業特別教育 4 車両系建設機械（整地等）運転技能
講習 20 

振動工具取扱作業者安全衛生教
育 16 車両系建設機械（新解体用）技能講

習 1 

丸のこ等取扱い作業従事者教育 12 小型車両系建設機械（整地等）運転特
別教育 27 

アーク溶接技能者/ガス溶接技能
者 12/11 フォークリフト運転技能講習/特別教

育 9/3 
巻上げ機（ウィンチ）運転特別

教育 3 移動式クレーン運転士免許 1 
自由研削といし取替試運転作業者特

別教育 10 小型移動式クレーン運転技能講習/特別
教育 19/2 

木材加工用機械作業主任者技能
講習 7 ローラー（締固め）の運転の業務に係る

特別教育 11 
博物館 学芸員 7 高所作業車運転技能講習/特別教育 24/2 

スポーツ
 

公認上級スポーツ施設管理士 11 玉掛け技能講習/特別教育 21/1 
公認スポーツ施設運営士/管理士 9/9 

電
気 

第一種/第二種電気工事士 2/4 
日本陸上競技連盟公認審判員 2 1級電気工事施工管理技士 1 
パークゴルフアドバイザー 6 低圧電気取扱業務特別教育 11 
プール施設管理士/衛生管理者 3/6 高圧･特別高圧電気取扱業務（12H）特

別教育 3 
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緊急時の連絡系統 

当公園で緊急事態が発生したときは、被災者の救護、被害の拡大防止、復旧等を図るた

め、次の対応フローに基づき、迅速かつ的確に対応します。 

 

 

緊急時連絡系統及び対応フロー

事故発見者・初期対応者

連絡系統 対応フロー

初期対応者による
迅速・的確な対応

現場復旧作業および事故原因調査

事故報告書作成・提出

マネージャー

119
通報

119通報

110通報
家族等へ
連絡

ケガ
病気

当協会
事務局

関係機関

110
通報

救急
火災

担当課長等

豊平区
土木センター

みどりの

札幌市コール
センター

※使用中止の場合

インフラ関係
(電気･水道)

管理課

救急車に
引き渡すまで保護

施設破損

施設閉鎖
（害獣等）

又は

状 態 確 認
被災者救護
安静に保護
応 急 手 当

（AED 処置）

他公園

事務局

スタッフ
 

スタッフ

スタッフによる事故発見・利用者からの通報

応
援
派
遣

応
援
要
請
・
派
遣
、
連
絡
調
整

園
内
誘
導
指
示
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
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 ２）従事者の確保、配置計画 

スタッフ配置に関する基本的考え方 

当公園の管理運営に当たり、市民サービスの向上と一層の事業効率化を図るため、次の観

点からスタッフを配置します。 

① 公園管理や植物管理に関する専門的な知識・技術を有するスタッフの配置 

② コンプライアンスに対する高い意識と接遇能力を有するスタッフの配置 

③ 季節と業務量を踏まえた弾力的な配置 

④ 安定して質の高い業務を遂行するため、勤務成績が優秀な契約職員・パートスタッフの

継続雇用・配置 

西岡公園・西岡中央公園 スタッフ配置表 

職 名 実務経験年数・資格・要件 雇用形態  人数 

マネージャー 
（統括管理責任者） 

公園管理経験１３年以上 
公園管理運営士 
１級造園施工管理技士 
二級造園技能士 
２級ビオトープ管理士（施工/計画） 

自然再生士 

正規職員  1 名 

サブマネージャー① 
（統括管理責任者代理） 
ボランティアコーディネーター兼務 

公園管理経験 8 年以上 
2 級造園施工管理技士 
学芸員 
自然観察指導員 

正規職員  1 名 

サブマネージャー② 
（統括管理責任者代理） 
ボランティアコーディネーター兼務 

企画運営経験者 
サービス業経験者 

契約職員  1 名 

管理事務所受付スタッフ サービス業経験者 契約職員  1 名 

公園維持管理スタッフ①②③ 
4 月～11 月 

公園管理実務経験 契約職員  3 名 

公園維持管理スタッフ④ 
12 月～3 月 

公園管理実務経験 契約職員  1 名 

 

 

西岡公園・西岡中央公園 指揮・支援等スタッフ配置表 

職 名 実務経験年数・資格・要件 所 属 雇用形態 時給換算額 人数 

担当課長 
（事務局勤務） 

公園管理経験 36 年以上 
公園管理運営士 
北海道農薬指導士 

当協会 

正規職員 － 1 名 

事務局スタッフ 
公園管理運営経験 

正規職員 
契約職員 

－ 
13 名 

事業課・総務課・経理課  

みどりの価値向上 
プロジェクトチーム 

当協会内専門技術有資格者当 

公園管理運営実務経験 
正規職員 
契約職員 

－ 
最大 

50 名 
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また、自主事業開催時や緊急事態発生時には、次のとおりサポートスタッフを配置するほ

か、必要に応じて委託業者等を配置し、適切な体制をとります。 

【イベント・プログラムの開催時等の支援体制】 

① 当協会事務局スタッフ            13 名 

② みどりの価値向上プロジェクトスタッフ    最大５0 名 

【緊急事態発生時の支援体制（災害・事故等の規模により適宣配置）】 

① 当協会事務局スタッフ、当協会他公園管理スタッフ 

② 委託業者 

【保守・保安体制】 

① 機械警備委託業者等 
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経験のあるスタッフの配置計画 

現在、当公園で管理運営に従事している経験豊かな正規職員を配置し、また、現スタッフ

で勤務成績が優秀な人材を継続雇用することにより、継続的な質の確保・向上を図ります。 

① 統括管理責任者：マネージャー 

公園管理運営の経験と実績を有し、当公園の管理に有効な資格を持ったスタッフを 1

名配置します。 

② 統括管理責任者代理：サブマネージャー①（ボランティアコーディネーター兼務） 

公園管理経験が豊富で、技術力のある優秀なスタッフ 1 名を配置し、ボランティアと

の連絡調整、広報・催事の運営、自主事業等の企画・運営を主導します。 

③ 統括管理責任者代理：サブマネージャー②（ボランティアコーディネーター兼務） 

サービス業の経験があり、技術力のある優秀なスタッフ 1 名を配置し、ボランティア

との連絡調整、広報・催事の運営、自主事業等の企画・運営に対応します。 

④ 管理事務所受付スタッフ 

接遇能力が高く、OA 操作に長け、当公園の利用案内ができるスタッフを配置します。 

⑤ 公園維持管理スタッフ 

公園維持管理作業経験が豊富で、作業に必要な資格を持ったスタッフを配置します。 

新規スタッフの採用方法 

新規スタッフを採用する場合には、優秀な人材確保のため、次の方法で募集を行い、職務

にふさわしい人物を公正に選考します。 

① ハローワークや地域の求人情報誌、折り込みチラシ、ホームページ等により広く募集を

行います。 

② 新規採用にあたっては、業務や職種別に適性試験等を実施し、公正に採用を判断しま

す。 

③ 障がい者の雇用については、ハローワーク障がい者雇用担当窓口や、障がい者元気スキ

ルアップ事業（札幌市委託事業）などを活用し、積極的に採用を検討します。 
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勤務形態及び勤務条件 

当公園スタッフの勤務形態及び勤務条件は次のとおりとします。 

西岡公園・西岡中央公園 スタッフ勤務形態・条件（４月～11 月） 

役 職 
勤務 
形態 

勤務日数/
週 

勤務 
時間 

勤務時間
/週 

休憩 休暇 ※ その他 

マネージャー 
（統括管理責任者） 

常勤 5日 

 
 
 
 
 
 
 
 

8:45～ 
17:15 

 
 
 
 
 
 
 

維持管理

スタッフ

10 月～

11 月 
8:45～
16:45 

38時間 
45分 

45分 

年次有給休暇 
病気休暇 
特別休暇 

短期介護休暇 
子の看護休暇  

健康保険 
厚生年金 
労災保険 
雇用保険 

サブマネージャー① 
（統括管理責任者代理） 

常勤 5日 

サブマネージャー② 
（統括管理責任者代理） 

常勤 5日 

管理事務所受付スタッフ 非常勤 3日 
23時間 
15分 労災保険 

公園維持管理スタッフ 
①②③ 常勤 5日 

38時間 
45分 

健康保険 
厚生年金 
労災保険 
雇用保険 

※休暇のほか、育児休業・介護休業を取得することができる。 

 

西岡公園・西岡中央公園 スタッフ勤務形態・条件（12 月～3 月） 

役 職 
勤務 
形態 

勤務日数
/週 

勤務 
時間 

勤務時間
/週 

休憩 休暇 ※ その他 

マネージャー 
（統括管理責任者） 

常勤 5日 

8:45～ 
17:15 

38時間 
45分 

45分 

年次有給休暇 
病気休暇 
特別休暇 

短期介護休暇 
子の看護休暇  

健康保険 
厚生年金 
労災保険 
雇用保険 

サブマネージャー① 
（統括管理責任者代理） 

常勤 5日 

サブマネージャー② 
（統括管理責任者代理） 

常勤 5日 

公園維持管理スタッフ④ 非常勤 3日 8:45～ 
17:15 

23時間 
15分 

労災保険 
雇用保険 
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スタッフローテーション 

当公園スタッフの勤務ローテーションは、次の表を基本とします。 

西岡公園・西岡中央公園 スタッフ勤務ローテーション（4 月～11 月） 

スタッフ 日 月 火 水 木 金 土 

マネージャー（統括管理責任者） 〇  〇 〇 〇  〇 

サブマネージャー① 
（統括管理責任者代理） 

 〇 〇  〇 〇 〇 

サブマネージャー② 
（統括管理責任者代理） 

〇 〇  〇 〇  〇 

管理事務所受付スタッフ 〇     〇 〇 

公園維持管理スタッフ①②③  ○ ○ 〇 ○ ○  

 

西岡公園・西岡中央公園 スタッフ勤務ローテーション（12 月～3 月） 

スタッフ 日 月 火 水 木 金 土 

マネージャー（統括管理責任者） 〇  〇 〇 〇  〇 

サブマネージャー① 
（統括管理責任者代理） 

 〇 〇  〇 〇 〇 

サブマネージャー② 
（統括管理責任者代理） 

〇  〇 〇 〇  〇 

公園維持管理スタッフ④  ○  〇  ○  

 

<スタッフ勤務時間> 

 

■サブマネージャー②（雇用期間：4/1～3/31） 

 勤務時間 8：45～17：15 

 

■管理事務所受付スタッフ(雇用期間：4/1～10/31) 

 勤務時間 8：45～17：15 

 

■公園維持スタッフ①②③（雇用期間：4/1～11/30） 

 （4/1～9/30）勤務時間 8：45～17：15 

 （10/1～11/30）勤務時間 8：45～16：45 

 

■公園維持スタッフ④（雇用期間：12/1～3/31） 

 （12/1～3/31）勤務時間 8：45～17：15 
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３）人材育成・研修計画 

研修・指導教育の基本方針 

当協会は、設立目的に沿った運営や事業実施が、スタッフ

一人ひとりの成長と密接に関連すると捉えています。 

この観点から、当協会では、スタッフの知識と技術力、ホ

スピタリティ向上のため、当協会の運営方針である公益性

「5 つの K」を基本として、次のような講習・訓練・研修を

組織的、計画的に行い、スタッフ一人ひとりの総合的力量を

高めることで、組織力の強化と利用者満足度の向上につなげ

ていきます。 

 

人材育成・研修計画 

① 利用者満足度の向上 

利用者満足度の向上を図るため、スタッフ全員が常に“おもてなしの心”を持つようホ

スピタリティの向上に努めます。 

また、公園の平等利用・公平な利用を確保したうえで、柔軟で温かみのある対応ができ

るスタッフの育成に努め、利用者の満足度を高めます。 

【具体的内容】 

ａ スタッフ採用時に必ず初任者研修を実施し、公園の管理に携わる者として必要な心

がまえと基本的知識等を身につけます。 

ｂ 全スタッフを対象として、具体的な接客・接遇、利用者からの苦情等に対応するた

めスキルアップ研修を実施します。また、接遇のレベルアップにつなげるためのサ

ービス接遇実務検定の受験など、明確な指標に基づくホスピタリティの向上を目指

します。 

ｃ バリアフリー講習の受講などを通して、社会的弱者に配慮した施設の点検及び改修

に取組、現場で見かけたときには「声がけ・手助け」などを積極的に行うことがで

きるスタッフの育成に努めます。 

 

目 的 研修内容 対象者 頻度・時期 

利用者満足度の向上 
を目指して 

接遇・サービス研修 全スタッフ 1 回/年 

サービス接遇実務検定 
マネージャー・サブマネージャー 

受付スタッフ 
随時 

バリアフリー講習 新規スタッフ 随時 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

「５つの K」 
 

5 つの 

K 

公平 

協働

公開 

効率 

環境 
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② 【公開】情報発信強化と安全・安心・快適の確保を目指して 

当公園の利用者、市民及びスタッフの安全・安心の確保と、利用者の声を反映した快適

な施設の実現のため、スタッフの教育・訓練・研修を次のとおり行います。 

【具体的内容】 

ａ 常勤スタッフ全員が普通救命講習を受講し、AED（自動体外式除細動器）の取扱

方法を習得するとともに、処置対応訓練を毎年実施し、より的確で迅速な対応が可

能な体制を目指します。 

ｂ 火災時、災害時の対策として、当公園スタッフによる訓練を毎年実施します。 

ｃ 公園内作業や施設の安全性を高めるため、安全大会の開催、ハザードマップ、ヒヤ

リ・ハット事例を活用した安全教育、また草刈機械、除雪機などの運転操作講習、

安全作業研修を行います。 

ｄ スタッフが遊具の日常点検講習を受講・習得することで、遊具利用に対する未然の

事故防止、施設の長寿命化を目指します。 

ｅ 個人情報を取り扱うスタッフを対象に、個人情報保護研修を実施します。 

ｆ 誰もがホームページから正しい情報を容易に得られるよう、ウェブアクセシビリテ

ィ講習を受講し、公園・施設ホームページのアクセシビリティ確保に努めます。 

目 的 研修内容 対象者 頻度・時期 

安全・安心・快適の 
確保を目指して 

普通救命講習 未受講スタッフ、更新者 随時 

緊急時訓練（消防、災害） 全スタッフ 1 回/年以上 

安全大会 公園維持管理スタッフほか 1 回/年 

機械等運転操作・安全作業研修 公園維持管理スタッフ 1 回/年以上 

遊具の日常点検講習 未受講スタッフ 随時 

個人情報保護講習 個人情報取扱スタッフ 1 回/年 

ウェブアクセシビリティ講習 ホームページ担当スタッフ 1 回/年 

③ 【効率】効率的・効果的な施設経営を目指して 

当協会では、長期的な視点と経営的な視点から、札幌市の財産である当公園の価値向上

を図ることを目的として、スタッフの取得・研修や自己学習を促し、効率的・効果的な公

園経営に努めます。 

【具体的内容】 

ａ マネージャー及びサブマネージャーの公園管理運営士の資格取得及び更新を計画的

に進めます。また、その他有資格者の継続した能力開発を支援します。 

ｂ 当協会の正規職員は採用時のほか、中堅職員、マネージャー、管理職など職位に応

じた内容の研修を実施することにより、各自のキャリア形成・向上を図り、組織全

体の能力向上に繋げます。 
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目 的 研修内容 対象者 頻度・時期 

効率的・効果的な 
公園経営を目指して 

公園管理運営士 マネージャー・サブマネージャー 随時 

造園施工管理技士 マネージャー・サブマネージャー 随時 

北海道農薬指導士 マネージャー・サブマネージャー 随時 

キャリアアップ研修 正規職員 随時 

④ 【協働】連携・協働による地域の活性化を目指して 

当協会では、市民協働による当公園の管理運営を積極的に進めていきます。 

また、ボランティア担当スタッフの育成をサポートし、地域住民とのコミュニケーショ

ンを図り、当公園において市民の活動を通じた地域振興を担うスタッフを育てます。 

【具体的内容】 

ａ 当公園における活発で円滑なボランティア活動をサポートするため、ボランティア

活動のサポートに関わる講習等を受講し、スタッフのコーディネート能力を向上さ

せ、地域のボランティアや活動団体等との連携・協働を推進します。 

ｂ 都市緑化や生物多様性保全等の分野における市民参加・協働の事例を学ぶため、外

部の講習会や活動への積極的な参加を促し、公園・施設管理における市民協働の推

進につなげます。 

目 的 研修内容 対象者 頻度・時期 

連携・協働による 
地域の活性化を 

目指して 

ボランティア支援講習 ボランティア対応スタッフ 随時 

市民参加・協働に係る 
講習会等への参加 

ボランティア対応スタッフ 随時 

⑤ 【環境】良好な環境の創造・継承を目指して 

当協会は、地域の構成員として社会的責任を果たし、公園管理運営において生じる地球

環境への負荷を低減させ、良好な環境を次代へ引き継ぐため、EMS を運用しています。 

当公園の管理に当たっては、EMS に基づいて積極的に環境活動に取り組むほか、広く

市民に対して、環境を考える機会や情報の提供に努めます。 

【具体的内容】 

ａ 当協会の各公園・施設における環境への取組が適切であるかを確認するため、

EMS において年３回の目標達成状況評価、年２回の内部評価、HES 外部審査員

による年１回の定期審査を実施し、PDCA サイクルによる適正な取組の確保、向

上に努めています。その過程は、環境に配慮した業務の実施についてのスタッフ教

育にも繋がるため、今後も継続して実施します。 

ｂ 当協会のスタッフは、環境に関する教育研修により知識・意識のレベルアップを図

り、環境教育につながる自主事業を企画・実施します。 

目 的 研修内容 対象者 頻度・時期 

良好な環境の 

創造・継承を目指して 
環境マネジメント研修 全スタッフ 1 回/年 
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４）労働関係法令の遵守及び雇用環境の維持向上 

法令その他、当協会の規程に沿って、次のとおり雇用環境の維持向上に努めます。 

雇用環境維持・向上に向けた基本的な考え方 

当協会は、スタッフの能力を最大限発揮するためには、安心して働くことのできる健全な

職場環境を保持・整備することが重要であると考えます。また、スタッフの雇用をしっかり

と守ることにより、良質な市民サービスの提供や社会貢献へのモチベーションの向上につな

げたいと考えます。 

 

労働関係法令の遵守と関係規程の整備、届出等  

スタッフが安心して働くことのできる雇用環境を確保し、事業者としての社会的責任を果

たすため、下表の法令及び当協会が自ら整備した雇用に係る規程を遵守し、必要な費用を負

担し各種届出等の手続きを行います。 

法令等 実施内容 

労働基準法 

■常に関係法令を遵守し、改めた就業規則は速やかに労働基準監督署へ届け出ま

す。また、内容をスタッフへ周知徹底します。 

■時間外労働・休日労働に関する規程は労働者代表と協定を締結し、労働基準監督

署へ届け出ます。 

■給与の支払時期・支払方法等、賃金に関する事項を遵守します。 

■年次有給休暇は法定日数を付与するとともに、取得しやすい環境を整備します。 

■その他労働基準法に基づく労働条件を確保します。 

最低賃金法 
■すべてのスタッフについて、最低賃金制度に基づく最低賃金以上の取扱いを徹底

します。 

労働安全衛生法・ 
労働者災害補償保険法 

■法令に基づく定期健康診断を実施します。 

■安全衛生委員会を設置し、労災事故防止の取組や職場診断等を実施します。 

■総括安全衛生管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を選任します。 

■産業医等医療専門者から指導・助言を得て、スタッフの健康管理を行います。 

■万一、労災事故が発生した場合は、事故原因を速やかに検証・記録し、再発防止

策を講じます。また、労働者災害補償保険法に基づく補償を遵守し、被災スタッ

フの円滑な職場復帰を促進します。 

■中央労働災害防止協会に加入し、必要な情報の入手と基本的安全行動の徹底を図

ります。 
■その他法令に基づく措置を実施します。 

健康保険法・ 
厚生年金保険法 

■被保険者に関する事項を遵守し、年金事務所等へ届け出ます。 

■健康保険料及び厚生年金保険料を遅滞なく納付します。 

■その他健康保険法・厚生年金保険法に基づく事項を遵守し、関係書類を届け出ま

す。 

雇用保険法 
■被保険者に関する事項を遵守し、公共職業安定所へ届け出ます。 

■その他雇用保険法に基づく事項を遵守します。 

労働保険の保険料の徴
収等に関する法律 

■労働保険料算定基礎賃金等を北海道労働局へ報告し、労働保険料を遅滞なく納付

します。 

労働契約法 

■雇用契約書により労働条件を明示し、労使双方で契約を締結します。 

■無期労働契約への転換、雇止め法理の法定化、不合理な労働条件の廃止に関する

定めを遵守し、有期労働契約で雇用するスタッフが安心して働ける職場環境を確

保します。 

障害者雇用促進法・ 
障害者差別解消法 

■障がい者の雇用機会確保に努め、職業生活の安定を支援します。 

■障害者差別解消法を遵守し、採用その他雇用条件に関して差別的取扱いの排除を

徹底します。 

高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律 

■職員の定年退職後の継続雇用制度を整備し、高年齢者の高い就労意欲と蓄積され

た知識・技術を事業運営に活用します。 
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法令等 実施内容 

育児・介護休業法 
次世代育成支援対策推

進法 

■育児・介護休業法に基づく休業制度をスタッフに周知し、希望者の勤務形態に配

慮するなど働きながら安心して休むことができる職場づくりを推進します。 

■育児休業希望者に対し、産前 6 週間・産後 8 週間の休暇を付与します。 

■「子の看護休暇」及び「短期の介護休暇」は、時間単位で付与し、休暇を取得し

やすい環境を整備します。 

■次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しスタッフに周知

するほか、ホームページで公表します。 

■職業家庭両立推進者を選任し、スタッフの職業生活と家庭生活の調和を図るよう

支援します。 

労働者の心の健康の保
持増進のための指針 

■安全衛生委員会で「心の健康づくり計画」の審議・改善を行い、メンタルヘルス

ケアの一層の充実を図ります。 

■ストレスチェックの実施と専門家による職場分析を活用し、職場環境等を向上さ

せます。 

■ストレス要因の防止・軽減を重視し、メンタルヘルスケア推進に関する教育研修

の実施や情報収集に努めます。 

■メンタルヘルスケアの推進にあたっては、スタッフのプライバシーに配慮しま

す。 

職場のハラスメント防
止のための取組 

■ハラスメント行為を防止することを事業主自らが決意表明し、行為を発生させな

い組織風土と快適な職場づくりに取り組みます。 

パートタイム労働法 

■短時間雇用管理者を選任し、短時間雇用者が充分に能力を発揮できるよう雇用環

境の充実・改善を図ります。 

■雇用時における事業主からの説明義務を果たし、スタッフからの相談に応じる体

制を整備します。 

男女雇用機会均等法 
女性活躍推進法 

■機会均等推進責任者を選任し、職場における性差別の防止等必要な措置を講じま

す。 

■女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しスタッフに周知するほか、

ホームページで公表します。 

■当協会は、えるぼし認定の段階３を取得しています。 

公正な採用選考 
■厚生労働省の基準に基づく公正採用選考人権啓発推進員を選任するなど、公正な

採用を行い就業の促進を図ります。 

裁判員の参加する刑事
裁判に関する法律 

■裁判員の仕事に従事するために必要な休暇を申し出たスタッフに対し、不利益な

取扱いを避けるため、就業規則で休暇付与の権利を明確にします。また、この休

暇取得者に関する情報は、必要最低限の者のみが把握する体制を整備します。 

雇用に関して整備して
いる規程 

・就業規則       ・職員採用方法取扱要綱  ・職員被服貸与要綱 

・派遣職員取扱要綱   ・職員育児休業等取扱要綱 ・職員健康診断受診要綱 

・再雇用職員取扱要綱  ・職員介護休業取扱要綱  ・ハラスメント防止指針 

・給与規則       ・契約職員取扱要綱 

・旅費規則       ・特定職員取扱要綱 

・職員退職金規則    ・パートナー職員取扱要綱 

・旧姓使用取扱要綱   ・臨時職員取扱要綱 

・業務に必要な公的資格取得支援取扱要綱 

 

 

雇用環境維持・向上の具体的な取組 

当協会では、雇用環境の維持向上のため次の取組を行っており、今後も引き続き実施しま

す。 

① 業務に必要な公的資格の取得支援 

公園・施設における業務のレベルアップと市民サービスの向上のため、業務遂行上必要

な知識・技能を習得し、公的資格を取得しようとするスタッフに対して、規程を整備し、

その費用を負担し支援します。特に作業上の必須資格については、就業形態を問わず確実

に取得を進めます。 
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② 人材育成研修の励行 

接遇や知識・技術に関する研修を行い、社会人として求められるビジネスマナーや管理

運営能力の向上を目指します。 

③ 健康事業所宣言と健康保険委員による職場の健康づくり 

行政や経済界では、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する“健康

経営”を推奨しています。当協会では、スタッフが心身ともに元気に働くことができるよ

う、この取組の一環である「健康事業所宣言」を全国健康保険協会に登録しています。ま

た、健康保険委員を選任し、同協会から法改正や健康関連の最新情報を入手し、職場の健

康づくりに役立てています。 

④ 安全衛生委員会の活用・活性化 

安全衛生委員会の機能を最大限に発揮させ、労災防止と安全衛生確保のため、実効的な

対策に取り組みます。また、中央労働災害防止協会に加入し、必要な最新情報や先進事例

を入手して検討するなど、職場全体の安全体制に役立てています。 

⑤ 有期契約労働者の無期労働契約への転換 

平成 25 年４月１日施行の改正労働契約法に基づく無期転換ルールにより、適切に運用

します。優秀な人材を確保・継続雇用することで、公園・施設の管理運営水準を高く保つ

よう努めます。 

⑥ 公正な採用試験の実施 

採用試験により、応募者の知識・技術・経験・体力・マナー等を総合的に判断し、公正

に採用します。このことにより、質の高い管理を行う人材を確保し、市民サービスの向上

につなげます。また、公正採用選考人権啓発推進員を選任し、雇用機会の均等に努めま

す。 

⑦ 高年齢者の就労環境の整備 

有期雇用契約者の更新限度を満 70 歳となる年度の末日とするなど、高年齢者の高い就

労意欲、豊かな知識、熟練した技術を事業運営に活用します。 

⑧ 職場内コミュニケーションの活性化 

毎朝のミーティング等を活用して、スタッフの自発的な意見交換の場とすることで、職

場内のコミュニケーションを活性化させ、公園・施設管理の質の向上につなげます。 

ワーク・ライフ・バランスの推進 

当協会は、スタッフの仕事と生活の調和を目指すとともに、有能な人材の確保・育成・定

着を図るため、ワーク・ライフ・バランスの推進に努めます（なお、当協会は札幌市ワー

ク・ライフ・バランス plus 企業認証のステップ 2 の認証を受けています）。 

当協会が特に力を入れる取組を次に示します（団体別の取組は様式 3-2 を参照）。 

① 育児・介護休業取得者への配慮 

育児・介護休業制度の意義と内容をスタッフに分かりやすく説明・周知します。 
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職場内に専門の相談窓口を設け、休暇取得を推奨します。また、休業中・復職後のスタ

ッフが安心して働くことができるよう、勤務形態等に配慮するなど職場復帰を支援しま

す。 

安心して子育てができる取組を実行している企業として「さっぽろ市

民子育て支援宣言」に登録し、広くアピールするとともに、仕事と生活

の調和がとれた働きやすい環境づくりに努めます。 

② ノー残業デーの励行 

スタッフの健康保持等の福利厚生に資するため、週１回のノー残業デ

ーを設定し、励行します。 

また、全職場に導入している就業管理システムを活用することにより、時間外勤務の執

行状況を常に把握し、業務配分の偏りを適切に改善します。 

③ 年次有給休暇取得の奨励 

仕事と私生活の調和を円滑に図ることができるよう、勤務シフト作成時にスタッフの休

暇を計画的に取り込むなど、休暇取得を奨励します。 

④ ハラスメント防止の取組 

セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の防止を職場内で徹底します。また、

就業規則やハラスメント防止指針に基づき、対応方針と取扱いを明確にします。 

現場管理者のほか総務課担当者を窓口とするサポート体制を整備し、すべてのスタッフ

に周知し、ハラスメント防止と根絶に努めます。 

⑤ 女性の活躍の推進 

職場における女性の活躍については、採用、継続就業、管理職比率な

どの具体的な目標を定めて推進を図っており、優れた取組を実施してい

る事業主として、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」（認定段階

３：3 段階中の最高位）を受けています。 

また、子育てと仕事の両立及び女性の活躍に積極的に取り組む企業と

して、「札幌市ワーク・ライフ・バランス plus」ステップ２（３段階中の

２段階）の認証を受けています。 

⑤  正職員への内部登用 

一般公募による採用とは別に、協会スタッフから選考試験を行うな

ど、積極的に正職員への登用を進めます。また、このことにより、スタッフの意欲向上

を図るとともに、業務の円滑な遂行と効率化につなげます。 
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（２）管理水準の維持向上に向けた取組 

１）情報共有の組織的な取組 

当公園に関する情報について、委託先スタッフを含む関係者全員で共有することは、利用

者サービス、維持管理水準、安全性等を保つ上で極めて重要であると考えます。 

当協会では、情報収集・伝達・評価・改善を一連のシステムとして採り入れ、次のような

方法で情報の共有に努めます。 

① 教育訓練 

情報共有の必要性と方法等について、雇用開始時又は年度当初のスタッフ研修で教育し

ます。 

② 組織全体の情報共有 

当公園の情報については、基本的に報告書等により当協会事務局に伝達します。また、

Web 上の専用サーバーを構築し、各公園と事務局間で迅速に情報を共有し現場管理に役

立てています。今後も、メーリングリスト等を活用して、すべての現場スタッフとの速や

かな情報共有体制を確保します。 

③ 当公園スタッフにおける情報共有 

 ａ 日常の情報伝達と指示 

園内の施設等に関する情報や注意事項等は、毎朝のミーティングにおいて口頭又は

文書で委託先を含む全スタッフに伝えます。 

 ｂ 研修会等受講によるレベルアップ 

毎年、グリーンシーズン前に、接遇サービス、救急救命、緊急事態対応訓練、安全

講習、施設利用案内等の研修を行い、全スタッフが必要な情報と動態を身につけて、

知識・技術を高めます。 

 ｃ ワークショップ 

以下の講習・研修等については、随時、ワークショップ形式で実施します。 

・機器類の運転操作 

・安全作業、施設点検等のスタッフ研修 

・個別具体的な事例の接遇研修 

・利用者からの要望に基づく施設改修やサービス改善に関する研修 

・作業方法の改善指示等の研修 

また、他公園で事故等があった場合は、札幌市からの通知や当協会の事故報告書等

を確認し、スタッフによるワークショップで実践的に検証します。 

 ｄ ミーティング 

作業計画、要望への対応、イベント・プログラムの企画などは、定例的に行うスタ

ッフミーティングで、その都度議論するとともに、情報の共有を図ります。 
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２）業務の見直し等の組織的な取組 

管理やサービスの質の向上を図り、利用者満足度

を高めるため、事業や業務の改善、見直しについ

て、計画（Plan）-実行（Do）-評価（Check）-

改善（Act）サイクルにより継続的に取り組みま

す。 

 

 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルによる改善事例】 

事例 

段階 
札幌市に提出する報告書作成 札幌市に提出する報告書作成の効率化 

Ｐ 

計画 

札幌市に提出する報告書作成の効率化のほか

データの蓄積と分析。 

札幌市に提出する報告書作成を更に効率化す

る改善を計画。 

Ｄ 

実行 

札幌市の要求様式と当協会の必要データ等を

検討した結果、当協会独自仕様のシステムを

構築。 

令和３年度に再度、札幌市の要求様式と当協

会の必要データ等を検討し、新様式を作成。 

Ｃ 

評価 

平成 26 年度から各公園・施設で運用を開始

し、各公園から改善要望を集約。 

令和４年度から各公園・施設で運用を開始

し、各公園から改善要望を集約。 

Ａ 

改善 

システムを運用しながら、効率化や使いやす

さの向上を目指し、次の計画につなげた。 

新様式の更なる効率化や使いやすさの向上を

目指し、改善を継続的に取り組む。 

 

 

 

接遇・案内サービスにおける PDCA 

① 計画 

園内では全スタッフが利用者と接する機会があるため、グリーンシーズン前や適切な時

期に接遇・サービス研修、人権に関する講習、バリアフリー講習等を実施するとともに、

スタッフ間の情報伝達方法を確認します。 

② 実行 

アンケート、投書のほか、当協会の「苦情等対応報告票」などにより、ニーズやリク

エスト、サービスに対する基礎情報を収集します。 

これらの情報を整理し、ミーティングや文書などでスタッフに伝え、誰もが正確な情

報を持って利用者に対応できるようにします。また、ホームページの記事等を日々確認

し、情報の新鮮さと正確性に注意します。 

③ 評価 

アンケート、投書、苦情等対応報告票などの情報を集計・分析し、接遇に対する利用

者の満足度を評価します。 

計画

改善 評価

実行

PDCA サイクルによる管理や
利用者サービスのらせん的向上
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④ 改善 

評価の結果に基づき、接遇に係る人員配置、情報内容、情報の伝達方法、案内の内容等

を点検します。その結果、抽出・特定された問題点の改善策を全スタッフで検討し、次の

計画に反映させます。 

 

維持管理作業における PDCA 

① 計画 

当協会は、指定管理期間の業務指針や年間作業計画を作成し、より良い手法・手順の

ための試行や高効率の機器の導入について、スタッフで検討します。 

② 実行 

マネージャーは、計画に沿って作業・点検等を指示し、実施します。また、清掃や植物

管理など、天候や生育状況によって左右される作業は、状況に応じて弾力的に実施しま

す。 

点検票、巡視票、報告、労務量集計のほか、アンケート、苦情等対応報告票などで収集

した情報を整理・確認します。 

③ 評価 

マネージャーは、情報の記録のほか、アンケート結果、担当スタッフからの作業経過

の聞き取りなどを基に、作業目標、品質目標、利用者満足度等について、月ごとと四半

期ごとの達成度を評価します。 

④ 改善 

作業計画に対する結果の評価を基に、作業計画・手順、指示系統について見直しま

す。また、改善計画についてスタッフとともに検討し、次回の計画に反映させます。 

 

 

イベント・プログラムの実施における PDCA 

① 計画 

イベント・プログラムの各担当スタッフや、参加者数、売上、満足度等の目標値、新

たな取組事項等を定めた年間計画を作成します。 

② 実行 

それぞれの業務の実施前に必要となる準備、広報、各種申請手続等について、十分な

余裕をもって行います。安全・安心の確保を第一に、悪天候時等についても万全に対応

できるよう努め、各業務の実施内容や参加者数などを記録し、運営や教育効果等の情報

を収集します。また、アンケート等によって参加者のニーズ、満足度等の基礎情報を収

集します。 

③ 評価 



 
33 

マネージャーは、設定した目標に対して結果を分析し、目標達成度を評価します。ま

た、各業務の評価、達成状況等を集計した総合的な評価を作成します。 

④ 改善 

マネージャーは、サービス向上、利用促進の観点から、各イベントの運営状況や達成

状況等について総合的に評価し、内容等の改善を検討します。改善計画は、次回の各業

務に反映させます。 

 

 

当協会では、管理の質の一層の向上を図るため、利用者からの意見や苦情のほか、

施設の安全、運営の効率化、適正な植物管理などの情報を管理運営に携わる全スタ

ッフが共有し、次の点を重視して業務を進めます。 

苦情等の情報の共有、業務の改善方法 

利用者等からの苦情等の情報は、

速やかに苦情等対応報告票に記録し

ます。報告票には苦情等の要旨、対

応の経過、取組事項等をまとめ、当

協会事務局へ報告するとともに、毎

日のミーティングで現場スタッフに

周知します。また、承認を得た改善

案についても、マネージャーから現

場スタッフに周知します。手順等の

大幅な改善や、設備等の大規模な改

修を必要とする場合には、札幌市と

協議を行い、認識と情報の共有を徹

底します。 

マネージャーは改善結果とその効

果を記録し、再び当協会事務局に報

告します。報告票は、承認を得た

後、個人情報を伏せた上で他の公

園・施設のスタッフにも配信し、業

務の改善に役立てます。 

このように、役員・職員全員が共

有し、利用者の視点からサービスや

施設のあり方を広く検討するととも

に、結果の検証や改善計画の策定に

より、施設やサービス、維持管理水準の向上を図ります。 
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安全・危機管理等に関する情報の共有、業務の改善方法 

当協会は、当公園の安全管理や災害時の対応等について情報を共有し、施設や利用者の安

全確保について、より有効に機能するよう改善していきます。 

① 公園内での情報共有 

ａ 職場内での安全に関する情報共有の方法は、ワークショップ形式を基本とします。

スタッフからの安全管理等への提案を積極的に聴き取り、全員で業務の改善につな

げる体制を維持します。 

ｂ 日々の情報は、毎朝のミーティングでスタッフに伝え、業務の改善につなげます。 

ｃ 日々記録・共有しているヒヤリ・ハット体験を検証して改善を図ります。 

ｄ 当公園または他公園・施設で事故が発生した場合は、事故報告書等を活用し、安全

管理について実践的に検証するなどして、業務の改善を図ります。 

ｅ 日々、危険発生の可能性がある箇所を点検・確認するとともに、ハザードマップを

随時更新し、全スタッフへの周知、安全管理の徹底を図り公開します。 

ｆ 全スタッフに緊急連絡網を周知、緊急体制の共有と迅速な対応を図ります。 

② 当公園と当協会事務局との情報共有 

当事務局からは、安全管理や災害等に対する最新情報をメーリングリスト等により、当

公園を含む全公園・施設スタッフに周知します。現場スタッフからは、電子メールや事故

報告書の提出により、当協会事務局との情報共有を図ります。 

③ 当協会の公園・施設間での情報共有 

当協会では、毎月の営業会議及び安全衛生委員会で、各公園・施設での安全管理等の提

案や実践事項を検討し、公園・施設間での情報共有と安全への取組を推進します。また、

事故報告書や札幌市からの通知文書等について検討し、公園・施設での業務改善につなげ

るとともに、当協会事務局を通じて事故報告書を各現場に配信します。 

 

業務効率についての情報の共有、業務の改善方法 

当協会では、管理やサービスの質を低下させずに経費を節減し、環境負荷を低減する効率

的な公園・施設の管理運営を行うため、EMS を運用して、電力使用量の削減、水道・燃料

使用量の節減のほか、ごみ排出量の減量、植物残渣のリサイクルなどに努めています。 

また、公園・施設の利用状況等に応じて、効果的に維持管理計画を見直し作業効率を高め

るほか、スタッフ等から提案された節約のためのアイディアを積極的に採用し、スタッフの

モチベーションの向上につなげます。 

① 計画 

各公園・施設でのワークショップで、経費節減の計画と目的、経費節減の目標、作業手

順等を周知し、業務効率化の情報を共有します。 

② 実行 
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作業状況や労務集計などをまとめた労務量の測定結果等を踏まえて、マネージャーがミ

ーティングで状況等を説明し、作業方法等の改善を指示します。 

電力、水道、燃料については、使用状況を監視・測定して効率化に努め、削減につなげ

ます。また、ごみについては、分別の徹底や持ち帰りの呼びかけなどにより減量に努めま

す。 

管理計画に基づき、季節やイベントごとに利用状況を把握し、管理レベルを調整し、そ

の効果を測定します。 

③ 評価 

マネージャーが、経費節減計画の項目ごとに結果を測定し、月ごとと四半期ごとの目標

達成度を評価します。 

④ 改善 

マネージャーが、目標達成度の評価に基づき、業務計画、作業手順、指示系統等をスタ

ッフとともに検討して見直し、次回の計画に反映させます。 

 

（３）第三者に対する委託の方針 

当協会では、機器の保守点検や機械警備等の特殊な専門性や資格が必要な業務等について

は、専門業者（原則として札幌市内の企業・団体）に委託し、経費の節減とより質の高いサー

ビスの提供に努めます。 

１）具体的な再委託業務 

当公園において再委託を予定する業務と内容等は、次のとおりです。 

業 務 内 容 回数等 

機械警備 管理事務所 夜間、休館日 

定期清掃 管理事務所 2 回/年 

消防用設備点検 消火器点検 2 回/年 

休養施設点検 四阿、ベンチ等の精密点検 1 回/年 

トイレ維持管理 修繕等対応 適宜 

除雪 駐車場、施設、園路等 適宜 

自動ドア保守点検 管理事務所 2 回/年 

塵芥処理 一般ごみ、ビンカン等運搬処理 通年 

産業廃棄物処理 産業廃棄物の回収 適宜 

カラスの巣撤去及び子ガラスの保護等 やむを得ない場合の処置対応 適宜 

ハチの巣撤去 スズメバチ等の巣の撤去 適宜 

危険木・枯損木等処理 危険木・枯損木等処理 適宜 

２）再委託の適正確保のための具体的方策 

公正で透明性のある再委託を行うため、当協会では以下のとおり取り組みます。 

① 再委託が必要な業務については、軽微な業務を除き事前に札幌市の承認を得ます。 

② 再委託先については、札幌市内の企業・団体を優先的に選考します。 

③ 契約事務取扱要綱、委託被指名者選考委員会要綱等により、必要に応じて入札又は見積

り合わせを行い、適正に委託先を決定します。 

④ 再委託業務は、当協会担当者が業務開始前に利用者の安全対策を確認します。 
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⑤ 業務終了後は、委託先から報告書、写真などの提出を求め、複数の検査員が履行を確認

します。万一、再委託業務が適正に履行されていない場合は、是正指導します。 

⑥ 再委託にあたっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法その他労働環境に関わ

る法令を遵守することを契約書に明記して、その遵守を求めるとともに、労働環境につ

いての書面を提出してもらい確認します。 

⑦ 施設内での安全管理等のルールやマナー、環境への負荷軽減等について協力を求めると

ともに、常駐従事者がいる場合には、当協会スタッフと同じく必要な研修を受講させま

す。 

⑧ 暴力団をはじめとする反社会的勢力への再委託はしません。契約書には、反社会的勢力

の関係者と判明した場合に契約を解除する旨の条項を明記します。再委託先が反社会的

勢力の関係者であるか確認の必要が生じた場合は、札幌市の「暴力団排除にかかる照会

事務マニュアル」に沿って対応することとし、札幌市と協議を行い、その指示に従いま

す。 

（４）市民との協働、地域等との連携による取組 

1）市民協働及び地域連携の内容 

 

市民との意見交換会の開催 

西岡公園では、平成 12 年に“公園で活動する様々な団体と札幌市が協議する場”として

「西岡自然パネル」（以下、「パネル」といいます。）が組織されました。パネルは、古くか

ら西岡公園で活動する「西岡の自然を語る会」や「北海道トンボ研究会」などの団体が、公

園の管理者と意見交換をする場として、年 2 回ほど会議を行ってきました。近年は、ボラ

ンティア活動や地域連携活動などを通して西岡公園で活動する方々が増えているため、新た

に活動する団体や個人にも、パネルなど意見交換会の場への参加を働きかけていきたいと考

えています。 

当協会は、意見交換会の事務局として、連絡調整や会議の進行を行っています。今後も、

園内の生物多様性の保全に重点を置き、利用と保全のバランスを保つ管理運営を行うため

に、意見交換会で包括的な保全対策を提案し、検討していきます。また、会議の予定や報告

を園内に掲示するなど、一層の情報公開に努めていきます。 

 

ボランティアの養成と活動の推進 

当公園では、当協会が多様な市民団体やボランティアと連携しながら、管理運営や自主事

業を実施しています。今後も、当協会と市民がパートナーシップを形成し、相互に補完でき

る協働体制の強化に努めます。 

当協会では、公園・施設におけるボランティア活動をサポートするため、平成 14 年度か

ら登録ボランティア制度を整備し、活動を支援してきました。現在、西岡公園では 6 団

体、西岡中央公園では 2 団体が登録しています。ボランティアの登録に当たっては、ボラ

ンティア保険への加入（自己負担）を条件としており、公園スタッフと対等な関係でボラン

ティア活動を行っています。 
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なお、次に示す各活動の実施に当たっては、配置するボランティアコーディネーターが活

動支援・調整を行い、公園がより魅力的なコミュニティ活動の拠点となるように努めます。 

 

① 森の工作（西岡公園） 

当協会では、平成 17 年度から「西岡公園の自然を残す会」と協働で樹名板づくりを行

ってきました。同会は平成 20 年度に解散しましたが、平成 21 年度には新たなメンバー

を加えてボランティア団体「樹名板工房」が設立され、平成 25 年度からは｢森の工作｣と

改称して、次の活動を展開しています。 

  ａ 樹名板づくり 

剪定枝を輪切りにした板にバーニングペンで文字を書き、公園の景観に合った自然

素材の樹名板を作製します。春や秋には、古くなった樹名板の回収と、新しい樹名板

の取り付けを行い、いつでも見やすい・分かりやすい樹名板の管理を行います。 

 

  ｂ 案内・注意看板の整備 

西岡公園は、公園が完成してから 40 年が経過し、園内の各種案内看板も老朽化し

ていることから、ルーターや糸鋸などの工具を使って、イラスト等を織り交ぜた楽し

い看板を作製し、新しく蘇らせる活動を行っています。また、令和 2 年度の改修工事

で設置された看板についても同様の親しみある看板を作製・設置しました。手作りの

看板は公園の景観になじんで好評なことから、今後も古い看板の交換を継続します。 

  ｃ 季節の体験イベントの企画・運営 

森の工作には、木の実や剪定枝を用いた木工作品の製作に長けた方が多いため、自

主事業として計画する「季節のイベント」において、当協会と協働で企画・運営を行

います。また、ボランティアが作成したクラフト品は講義室に展示し、利用者に新し

い自然の楽しみ方を提案します。 

活動期間 令和５年度 

活動回数 1 回/週程度 

 

② 西岡公園植物の会（西岡公園） 
植物に関するボランティアは、平成 19・20 年度に当協会が実施した植物標本作製

のイベント「西岡公園植物調査～ちょっと詳しい植物観察会」の参加者が中心となり、

平成 21 年度に設立されました。札幌市博物館活動センターと連携し、当協会と協働で

植物標本の作成や植物調査を行い、平成 25 年度には「西岡公園植物の会」と改称して

活動を続けています。 

なお、現存する西岡の植物を記録に残すための標本は、札幌市博物館活動センターに

保管しています。 

また、北海道レッドリストで絶滅危急種（絶滅の危機が増大している種）に指定され

ているクリンソウは、西岡公園での個体数が減少しているため苗を育成して採種し、生

育地に播種することで群落を復元させる取組を継続しています。 
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このほか、林床にササが繁茂して春植物が見られなくなった場所では、ササを手で刈

り取り、その後の経過観察を行うことで植物の多様性を高められるよう活動を継続して

います。 

活動期間 令和 5 年度 

活動回数 ２回程度/月 

協力 札幌市博物館活動センター 

③ ニハルクラブ（西岡公園） 

西岡公園をフィールドとしているトンボや魚の専門家と、「中学生リーダー」とによっ

て平成 21 年度に設立された「西岡・水辺の調査隊」は、平成 25 年度から「ニハルクラ

ブ」と改称されました。団体は、子ども達による自然調査隊「西岡ヤンマ団」と「西岡さ

かな組」の活動において、専門家として関わる方と保護者とで構成され、調査隊の運営を

サポートしています。 

活動期間 令和５年度 

活動回数 2 回程度/月 

協力 
北海道トンボ研究会 

豊平川さけ科学館 

 

④ ガイドボランティア（西岡公園） 
公園の概要や歴史、植物や野鳥など自然の見どころを公園利用者に紹介するガイドボラ

ンティアで、平成 25 年度から自主事業として実施しているおさんぽガイド（旧ガイドウ

ォーク）の運営をサポートしています。また、団体でおさんぽガイドの申し込みがある際

にも、管理事務所スタッフのサポートを行います。 

 

 

 

⑤  西岡マダム（西岡公園） 
平成 26 年度まで旧管理事務所前ロータリー花壇の整備を、宿根草を中心に維持管理す

る活動を行ってきました。管理事務所の建て替えに伴い、ロータリー花壇は撤去された、

現在は拡張地に移設した宿根草の維持管理と、管理事務所周辺を彩る一年草の寄せ植えプ

ランターの維持管理を行っています。 

活動期間 令和５年度     

活動回数 不定期 

⑥ 西岡中央公園パークゴルフ同好会（西岡中央公園） 

パークゴルフ場の管理は、現在まで利用者自らが同好会を設立しボランティアとして活

動しています。今後も当協会と協働で、パークゴルフコースの設営準備・片付けのほか、

コースの維持管理を行い、芝生等の質の向上や利用者サービスの向上を図ります。 

活動期間 令和５年度     

活動期間 令和５年度 

活動回数 2 回程度/月 
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活動回数 1 回/週 

⑦ 西岡中央公園多目的広場運営委員会（西岡中央公園） 

多目的広場の管理は、現在まで利用者自らがボランティアとして活動しています。今後

も当協会と協働で、多目的広場の管理運営を行い、利用者サービスの向上を図ります。ま

た、ボランティアが活動するうえで、設備の破損や事故が起こらないように、当協会が支

援します。 

活動期間 令和５年度 

活動回数 ２回/週 

 
他団体との連携 

① 北海道トンボ研究会（西岡公園） 

北海道トンボ研究会の会員は、長年西岡公園をフィールドとして活動しており、西岡ヤ

ンマ団の運営についても、当協会と協働で行っています。また、展示物の作製等、西岡公

園のトンボの豊かさを多くの市民に伝える活動を、当協会と協働で行っています。今後も

連携を強化し、道内の貴重なトンボの生息地としての西岡公園の価値を高めるとともに、

希少種の保全にも協働で取り組みます。 

② 日本野鳥の会札幌支部（西岡公園） 

日本野鳥の会札幌支部は、探鳥会で定期的に西岡公園を利用しており、探鳥会の情報は

展示室の鳥暦などに記録され、野鳥愛好家の貴重な情報源になっています。また、野鳥の

会の会員が園内で撮影した写真を展示して、多くの方にご覧いただいています。今後も連

携しながら、西岡公園の野鳥の魅力を広く市民に PR します。 

③ 北海道大学環境科学院（西岡公園） 

北海道大学環境科学院から当協会が実施する事業へのサポートを受けており、博士課程

の学生による西岡さかな組への指導や講演イベントなどを協働で行っています。今後も連

携しながら、西岡公園の生物の魅力を広く市民に PR します。 

 

市内近郊の環境教育機関との連携 

西岡公園の環境学習の活動拠点としての価値を高めるため、札幌市博物館活動センターや

豊平川さけ科学館、野幌自然ふれあい交流館など、市内近郊の環境教育機関との連携を図り

ます。ボランティア活動や環境学習イベント等を協働で実施するほか、各施設で行われてい

る展示や教育プログラムの情報交換を兼ねた勉強会を企画し、質の向上に努めます。 

 

 企業等のボランティア活動の積極的な受け入れ 

西岡公園は知名度も高く、企業や学校などから清掃等のボランティア活動の申し出が多く

寄せられます。これらのボランティア活動を可能な限り受け入れ、スムーズかつ安全に活動

できるように支援します。 
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2）札幌市等との連絡調整の具体的方策 

札幌市との連絡調整を密接かつ円滑に行い、当公園の利用促進や管理運営水準の向上につ

なげるため、「西岡公園等運営協議会（以下、「協議会」といいます。）」を設立し、次のとお

り運営します。 

① 協議会の構成員は、札幌市と当協会とします。 

② 定例協議会は年 1 回開催し、必要に応じて臨時協議会を開催します。 

③ 協議会は当協会が主催し、運営に当たります。 

④ 協議会では、次の項目について協議します。 

・ 管理運営業務の報告 

・ 当公園の管理運営上の問題点や改善に関する事項 

・ 管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアル等を新たに作成する場合、その概略及び

業務仕様書において協議会で協議を行うことが定められている事項 

・ 市民サービスや管理水準の維持向上に向けた取組 

・ その他、市民の要望等の反映など 

⑤ 協議会の議事内容は当協会で取りまとめ、札幌市に提出します。 
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（５）財務 

１） 資金管理に関する基本的な考え方 

当公園で取り扱う現金は、「準公金」であると考えます。当協会では、厳格かつ適正な管理

に努め、資金の元本を保全する安全性の確保を最優先とし、日常の支出に対応可能な流動性

と効率性を勘案し、計画性と透明性のある適切な保全策を講じて資金管理を行います。 

① 安全性の確保 資金元本の安全性を確保するため、ペイオフを勘案

し安全な管理を心がけ、預金先である金融機関の経

営の健全性に留意します。 

② 流動性の確保 月々の支払等に支障を来たさない必要な資金を確保

します。 

③ 効率性の確保 安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金調

達を図ります。 

④ 計画性の確保 当公園に係る収支その他の経理に関する記録を、各

年度単位で整備します。 

⑤ 透明性の確保 経理事務の客観性と透明性を高めるために、公認会

計士による外部監査を実施します。 

２） 現金等取扱に関する基本的な考え方 

当公園での現金等の取扱いにおいては、内部牽制を機能させ、次のとおり実行します。 

① 複数スタッフによる相互牽制が機能する組織体制により、現金等を取り扱います。 

② 規程に基づき、現金等の流れをチェックするとともに残高の確認を行います。 

③ スタッフ相互による日々のチェック及び月単位の定期的な検査・確認、並びに保管

現金の限度額と入金サイクルを定めるとともに、多額の現金は所持・保管しませ

ん。 

３） 現金取扱規程 

当協会で整備している現金取扱に係る規程は、次のとおりです。 

① 会計処理規則（財務及び会計の基本的事項、勘定科目、帳簿組織、予算、決算、出納、固定資

産等について規定） 

② 処務規則（組織、事務分掌、専決・決裁、公印管理等について規定） 

③ 資金管理及び運用規則（運用管理方針、運用の区分・方法等について規定） 

④ 特定資産管理規則（特定資産の目的、積立方法、取崩要件等について規定） 

⑤ 内部監査要綱（現金等の取扱事務を監査し、事故の未然防止を図るために規定） 

⑥ 公園・施設現金等取扱要綱（各公園・施設管理事務所等における現金出納から金融機関への手

続き、現金取扱スタッフと職務範囲、現金の保安等について規定） 

⑦ 事務局現金等取扱細則（事務局における小口現金、現金収受、領収書発行、入金、払出、大金

庫管理等について規定） 

４） 現金等取扱に関する事故防止システム 

当協会では、現在実行している次の事故防止の仕組みを、今後も継続します。 

① 現金取扱の点検・調査 

ａ 内部監査 
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当公園においても同様に、利用者や地域からの苦情等に対して、当協会の次の手順に沿っ

て対応します。 

２）苦情等対応の具体的な手順 

① 苦情等の受付、責任・担当部署等 

ａ 電話や窓口で受けた苦情等は、原則として最初に受けたスタッフが、その場で対応

します。 

ｂ 最初に受けたスタッフが回答しかねるような場合は、マネージャーが対応します。 

ｃ 現地の公園で対応が困難な場合は、当協会の担当課長が対応して判断し、苦情の内

容により、必要に応じて事務局スタッフに引き継ぎます。 

ｄ 当公園の苦情等が、当協会の他の部署に寄せられた場合でも、申し出を受けた部署

で苦情等を受け付けます。 

 

② 対応手続文書の整備・活用 

ａ 苦情等の対応手続を定めた「苦情等

対応報告票」に基づき、記録・報

告します。 

ｂ 「苦情等対応報告票」は当協会事務

局で決裁し、苦情等を受けた公園

は、当協会事務局からの指示事項

等がある場合は直ちに取り組みま

す。 

ｃ 決裁された「苦情等対応報告票」は

当公園だけでなく、他の公園・施

設のスタッフで共有し、管理運営の改善につなげます。 

 

③ スタッフの基本姿勢 

ａ 速やかに対応します。 

ｂ 差別や特別扱いしません。 

ｃ 改善可能なものは、できるだけ迅速に行います。 

ｄ スタッフは、各自が当協会を代表する心構えで対応します。（担当外という考え方

はしない） 

ｅ 言い分や申し出を最後までよく聴きます。（全面否定しない） 

ｆ 利用者の気持ちを尊重します。（利用者の立場に立つ） 

ｇ 情報を正しく伝えます。（隠したり、ごまかしたりしない） 

ｈ 落ち着いて対応します。（感情的にならない） 

ｉ 利用者に物質的・金銭的・時間的な負担をかけません。 

当協会の苦情等対応報告票 
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ｊ 誠心誠意対応し、申し出とその内容に感謝の気持ちを持ちます。 

ｋ 組織として対応し、利用者からの理解に努め、管理運営の改善につなげます。 

④ 全スタッフの理解・徹底 

苦情等への的確な対応のため、研修等により、次の事項について全スタッフが理解する

よう徹底します。 

ａ 苦情等に対する「基本姿勢」の内容を理解すること。 

ｂ 「苦情等対応報告票」の内容を理解し、記録・報告できること。 

ｃ スタッフは、利用者と常に良好なコミュニケーションを取るよう努め、日ごろから

利用者が意見や要望、苦情等を言いやすい雰囲気を保つこと。 

⑤ 札幌市への報告等 

ａ 苦情等の対応結果及び経過等について、札幌市に報告します。 

ｂ 市政に関し、指定管理者の業務とは関係のない苦情等が公園に寄せられた場合に

は、速やかに札幌市へ報告します。 

ｃ 札幌市への苦情等に関して、札幌市から指示があった場合は、必要な調査・報告を

行い、その後の指示に従います。 

⑥ 苦情主への回答 

苦情主から対応結果等について回答を求められた場合は、誠意を持って丁寧に回答しま

す。 
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（６）－３ 苦情等の対応システム・フロー 

 

苦情等発生（ステージ１） 

・対応者の所属と氏名を名乗り、不快な思いをさせたことに対して謝罪します。 
・その後、申出者からの話をよく聴きます。 

 

 

把握・確認（ステージ２） 

・苦情等の内容と原因を正確に把握・確認します。 
・必要に応じて状況の撮影や、第三者の視点からの証言を得るなどした上で、申し出内容と

実態等を「苦情等対応報告票」の記載事項に基づき記録します。 

 

 

対応方法検討（ステージ３） 

・苦情等の原因を特定し、対応方法を検討します。 
・対応が困難な場合には、申出者の了解を得て、上司等が代わって対応します。 

 

 

提案・約束（ステージ４） 

・考えられる対応方法について提案します。 
・対応又は回答に時間を要する場合は、回答期限を伝え、了解を得ます。 
・連絡先等を確認します。 

 

 

実行・報告・謝意（ステージ５） 

・迅速に実行し、結果を申出者に報告します。 
・苦情等が改善につながったことに対して、感謝を表明します。 

 

 

結果報告（ステージ６） 

・対応結果を組織内で共有し、全体の改善につなげます。 
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 （７）記録・モニタリング・報告・評価 

１）記録・モニタリングに関する基本的な考え方 

① 記録に関する基本的な考え 

ａ 当公園の仕様書等に定めのある書類については、適切に記録・整理・保管します。 

ｂ 日常業務の内容、利用状況に関するトピックや写真など、仕様書に定めのない記録

についても整理・保管し、今後の業務や利用促進・サービス向上に役立てます。 

ｃ 維持管理業務の記録をスタッフ全員で共有し、効率的かつ効果的な管理運営に役立

てます。 

② モニタリングに関する基本的な考え 

ａ 当公園の管理運営に関する自己評価と、利用者や市民からの苦情・要望・意見を基

にした評価を、継続的な業務改善のために活用します。 

ｂ アンケート等により、積極的に利用者の意見を把握し、その結果から利用の傾向や

ニーズを捉え、それらを当公園の管理運営に反映します。 

ｃ 利用者や市民からの苦情・要望・意見を真摯に受け止め、迅速かつ適切に対応しま

す。また、これらの苦情等を運営や施設の改善につなげることにより、利用者や市

民が当公園の良き理解者や支援者となっていただけるよう努めます。 

③ 報告に関する基本的な考え 

ａ 仕様書に定めのある届出・報告書類等に関しては、適切に集計・整理し、期日まで

に札幌市に提出します。 

ｂ 利用者からの苦情・要望・意見や、当公園で発生した事故などについては、速やか

に札幌市に報告し、事態の収拾と改善に向けた方策を協議・検討し、利用者サービ

スの向上と管理運営の改善に努めます。 

ｃ 報告事項に関しては、当公園スタッフに周知するとともに、当公園の管理運営にお

ける基礎情報として当協会内で活用します。 

④ 評価に関する基本的な考え 

ａ モニタリングの結果を分析し、計画や目標に対して乖離がある場合や、計画自体に

対して是正を要する場合には改善を行い、継続的な管理の質の向上を図ります。 

ｂ 評価に関しては、当公園に従事するスタッフや、当協会の他の公園スタッフ等から

も聴取し、組織として公正に行います。 

２）セルフモニタリングの具体的な実施方法 

① アンケートボックスの設置と返答の公表 

西岡公園の管理事務所内にアンケートボックスを設置し、公園利用者からの意見・質

問・要望・苦情等を取得し、利用者の声に対する真摯な対応に努めます。 

 また、公園の利用者層や利用満足度、管理運営に対する意見等を把握するため、イベ 

ント等開催時にもアンケート調査を行います。これを管理運営や企画の改善に反映させ、

効率的、効果的な利用者サービスにつなげます。 
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② 利用者アンケートの実施方法 

アンケートの設問項目としては、来園目的、来園頻度、情報入手の手段、お住まい、性

別、年齢、同行の方、公園の総合満足度、スタッフの接遇に関する満足度、イベントの満

足度等を設けます。このうち、満足度に関する設問については、仕様書に従い、以下の５

つの選択肢を設けます。 

・当公園の総合的な満足度 

「とても満足」、「まあ満足」、「普通」、「少し不満」、「不満」 

・当公園スタッフの接遇に関する満足度 

「大変良かった」、「まあ良かった」、「普通」、「あまり良くなかった」、「悪かっ

た」 

なお、アンケート調査に際して、不必要な個人情報は取得しません。 

③ 利用者満足度の目標値 

満足度の目標値は、以下のとおり仕様書の要求水準より高く設定し、より多くの利用者

に満足していただけるよう、アンケート結果等を活用して取り組みます。 

当公園の総合満足度 ： 目標値 75％ （要求水準 70％） 

有効回答総数に対する「とても満足」+「まあ満足」の割合 

接遇に関する満足度 ： 目標値 85％ （要求水準 80％） 

有効回答総数に対する「大変良かった」+「まあ良かった」の割合 
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5 施設・設備等の維持管理に関する業務の実施内容 

（１）維持管理業務計画 

１）総括的事項 

公園の維持管理に関する基本的な事項として次の点に留意し、安全確保と利用者サービス

の向上に努めます。 

利用者等の安全確保と利便性・サービスの向上について 

ａ 業務実施に当たっては、利用者、通行者、近隣住民の安全を最優先します。 

ｂ 業務は、公園の利用の支障にならないよう配慮して実施するとともに、利用者に対

して業務の実施を十分に周知します。 

ｃ 事故や災害発生時には、正確な情報を速やかに把握・伝達するとともに、緊急時に

は迅速かつ適切に対応できる体制を確立します。また、被災者の救護等の応急措置

を講じるほか、状況に応じて関係機関に連絡を取り対処します。 

ｄ 新型コロナウィルス感染拡大防止に努め、感染拡大状況の変動があった場合には札

幌市の指示のもと対応します。 

【具体的な取組】 

① 安全教育による予防・未然防止 

ａ 全スタッフを対象として、年度当初に安全教育を実施します。また、普通救命講習

の受講、AED の取扱い研修の受講のほか、作業機械操作・運転の安全講習会を実

施し、誤操作による事故を防止します。 

ｂ 朝のブリーフィング時に園内の状況確認と処置を指示するほか、危険予知活動を全

スタッフが共有・展開します。また、作業機械は日常・定期点検を実施し、整備不

良による事故を未然に防ぎます。 

ｃ 当公園のハザードマップや、他公園を含むヒヤリ・ハット事例集を活用して安全意

識を徹底させ、事故等の予防・未然防止に努めます。 

ｄ 当協会の安全衛生委員会での取組を当公園の全スタッフが共有し、安全衛生に対す

る意識を常に高めます。 

② 安全管理の体制づくり 

ａ 当協会では、AED の設置された応急手当協力施設として、西岡

公園管理事務所を｢さっぽろ救急サポーター｣に登録しています。 

ｂ AED は管理事務所に配置し、併せて湿布・消毒薬・絆創膏・ガ

ーゼ・傷薬・包帯などの救急用品を常備します。 

ｃ 巡回・作業等の際に得られた情報や、公園利用者や地域住民から

寄せられたヒヤリ・ハット情報などを蓄積・共有してハザードマップに反映させ、

安全管理体制の強化につなげます。 
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③ 周知・告知による安全確保 

ａ 事故・災害等の発生時には、園内掲示板、看板設置、スタッフによる声掛け、公式

ホームページで利用者に注意喚起を行い、スタッフによる避難誘導を行うととも

に、被災施設の使用禁止措置や危険箇所への立入禁止措置を行い、利用者に看板等

で周知し、被害の拡大や二次災害の発生を防ぎます。 

ｂ 当公園のハザードマップを作成し、公式ホームページや掲示板等で市民に周知して

います。また、園内の状況の変化や利用者の声などを受けて随時更新し、安全に関

する最新情報を提供します。 

ｃ 利用規制が必要な箇所の草刈や樹木剪定作業等を行う場合、作業予定日時や実施区

域を掲示板等で周知するほか、現場には作業表示板やセーフティコーンを配置して

安全な公園利用に配慮します。 

ｄ 新型コロナウィルス感染拡大防止に努め、管理事務所内の消毒・換気を図るととも

に、スタッフ・利用者への周知や注意喚起を行い、咳・発熱等の症状がある方のイ

ベント参加や利用の辞退、ソーシャルディスタンスの確保のほか、マスクの着用・

手洗い・うがいの励行等の感染対策に努めます。なお、感染拡大状況の変動があっ

た場合には札幌市の指示のもと対応し、管理事務所内での利用スペースの制限やイ

ベントの中止等も検討します。 

 

法令遵守・利用指導による公正とサービス向上について 

ａ 公園内の維持管理業務は、法令等に従い必要な資格の保有者により作業を行いま

す。 

ｂ 拾得物・遺失物の取扱いは、遺失物法に基づき適正に行います。対応マニュアルに

より、拾得物台帳に記載した上で、警察署に届けます。園内で不審物が発見された

際には、直ちに警察に通報し、指示を仰ぐなど適切に対応します。 

ｃ 違法行為や危険行為を発見した場合、あるいは施設や設備の不適切な利用が認めら

れた場合には、公園の保全と安全・快適な利用のため適正な利用を指導します。 

ｄ 業務用車両運転前後に、運転者はアルコールチェックを行います。 

【具体的な取組】 

① 法令の遵守と有資格者等による作業の徹底 

ａ 高所作業車など、資格を要する機械等については、有資格者以外の操作は行わない

ことを徹底します。 

ｂ 法令等で義務付けられている点検・保守管理作業は、専門業者や有資格者により行

うことを徹底します。 

ｃ 平成 30 年 2 月よりフルハーネス型安全帯の使用及び特別教育の受講、令和元年

2 月からの伐木作業等に関わる労働安全衛生規則の一部改正と、令和 2 年 8 月よ

り施行されるチェーンソー作業従事者の特別教育規程の改正に伴い、高所作業及び

チェーンソーを使用する作業に従事する際は、従事する講習を修了した有資格者に

より行うことを徹底します。 
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② 利用者指導による不正利用・違法行為の排除 

ａ 園内で不法占用を発見した場合には、丁寧に注意・指導を行い排除します。占用許

可を得ている物件については、必要に応じて設営・撤去時に立会を行い、土地及び

施設の破損等を確認し、破損等が確認された場合は、速やかに札幌市に報告しま

す。 

ｂ 犬のフンの放置、動植物の採取・遺棄・給餌行為などの利用マナーに反する行為

や、施設・設備の不適切な方法による利用等を発見した場合には、適正な利用を指

導します。また、ホームレスの不法占拠や荷物等の残存物が確認された場合は、警

察に通報し、また、札幌市の担当課に協力を要請して対処します。 

 

 

 

損害賠償保険の加入について 

管理業務の実施に当たり、当協会の管理上の瑕疵により、札幌市又は第三者に損害を与え

た場合に備えて、次の損害賠償保険に加入します。 

対 象：管理物件内における維持管理期間中の法律上の賠償責任 

参考：フルハーネス型安全帯作業特別教育修了証 

参考：伐木等業務特別教育及び補講修了証 
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期 間：平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

保険の種類 保険対象 補償内容 

施設賠償責任保険 公園利用者・公園施設 
対人      1 億円 
事故     4 億円 
対物     5 千万円 

レクリエーション保険 
当協会主催のイベン
ト・観察会等の参加者 

死亡・後遺障害 
入院・通院への補償 

家財保険 設備・什器備品 補償金額   2 千万円 

任意自動車保険 
（連絡車両・作業車両） 

搭乗者・第三者 
対人         無制限 
対物      無制限 

連絡体制の確保について 

公園内の掲示板等に管理事務所の電話番号を表示し、緊急時に公園利用者が通報しやすい

環境を整えます。 

また、スタッフ間では緊急時連絡網の情報を共有し、緊急時には携帯電話により迅速な連

絡を取れる体制を確保します。 

 

２）施設・設備の維持管理 

公園においては、施設・設備等を常に適正な状態に維持し、利用者が安全で快適に利用が

できるよう、安全を第一とした管理を行うほか、市民サービスの向上や管理経費の節減も念

頭に置き、維持管理業務に取り組みます。 

 

建物・工作物管理 

【基本的な考え】 

利用者に公共の施設である当公園を安心して快適に利用していただくには、安全を確保

することが大前提です。当協会では、公園利用中や管理作業におけるヒヤリ・ハット事例

を収集し、スタッフにはブリーフィングにおいて啓発を図ります。 

安全管理においては、利用者の安全確保を第一とし、施設の保守点検・修繕、スタッフ

の安全教育、事故発生時の対応訓練などにより、安心して公園を利用していただけるよう

努めます。 

① 作業計画 

公園内の管理事務所・倉庫・公衆トイレなどの建物や、木道・木柵パーゴラ・四阿・水

飲み台・園路灯・モニュメント・ベンチ・看板・外周フェンスなどの工作物、自動ドアな

どの設備等に関して、作業計画に基づき、必要な保守点検・補修・部品交換等を行いま

す。 

なお、修繕・部品交換等が発生した際には、作業履歴として日報等に記録し、以降の更

新・修繕計画へ反映させ、効果・効率の向上を図ります 

 

 

② 点検による安全・機能確保 
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各建物・工作物・設備に関しては、日常的な巡回の際に行う日常点検のほか、管理基

準・指針や法律等により定められた定期点検・法定点検を計画に沿って行います。 

また、必要に応じて精密点検を行うことにより、異常箇所を早期発見し、安全で正常な

機能確保に努めます。 

故障や破損等が発生した場合には、危険性及び利用状況等に応じて緊急性と重要性の度

合いを判断して適切な処置を行い、公園利用者の安全と施設の正常機能を確保します。 

③ 公園施設の長寿命化 

公園施設の長寿命化によるトータルコストの削減を図るため、耐用年数や修繕履歴のほ

か、利用頻度による劣化・損傷の程度を事前に想定し、長期的視点による部品交換や補

修・修繕計画を立てます。 

④ バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進 

西岡公園は自然環境豊かな公園であり、舗装路が少なく公園すべてをバリアフリー化す

ることは困難ですが、管理事務所前に障がい者駐車スペースを確保するなどの配慮に努め

ます。管理事務所では、障がい者・乳幼児連れの利用者・高齢者など誰もが利用しやすい

よう、車いすが通りやすい通路の確保、高齢者でも見やすい文字、子どもでも見やすい高

さの展示などに配慮します。 

当協会では、より多くの利用者に対応できるよう視覚的な図（絵文字、絵単語）で表示

するピクトグラムを用いた看板を設置するなど、ユニバーサルデザイン化を推進します。 

上記に関しては、専門家の意見も集約した上で札幌市に提案・協議し、バリアフリー・

ユニバーサルデザインの推進に努めます。 

⑤ 同様事例のフィードバック 

当協会が管理運営する他公園やその他の類似施設での破損、修繕、事故等の情報を活用

するほか、国、北海道、また札幌市からの通知や、インターネット上の情報、報道等によ

る類似の施設や作業等での事故事例を収集し、全スタッフに周知するとともに、日々の点

検・修繕計画にフィードバックさせます。 

⑥ 美観維持と環境対策 

清掃作業においては、季節・曜日・天候等の条件や、イベントの開催等により、ごみや

落ち葉の発生量、汚れ度合いが大きく変動しますが、作業の体制・重点箇所・時間帯・回

数等の年間清掃計画を立てた上で、回数や頻度の柔軟な変更により効率的かつ効果的に行

い、清潔と美観の維持に努めます。 

また、園地の清掃においては、草花・樹木を損傷させないよう注意を払いながら、ご

み・落葉・枝・石を分別して拾い集め、建物・工作物周りを除草し、適正に処理します。 

⑦ 衛生・美観管理によるおもてなし 

西岡公園は身近な自然が楽しめる公園として、札幌市民などが多く訪れる場所となって

います。多数の利用者を迎えるに当たり、公衆トイレを清潔に保つことで公園の印象を良

くし、親しみをもって公園を利用していただけると考えます。当公園のトイレについて、

日常清掃により清潔さを保つほか、汚れた場合は早急に対応するなどの取組により、公衆

トイレの印象を良好に保ちます。 
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【年間作業の具体的な実施要領】 

① 木道（西岡公園） 

ａ 日常点検：令和 2 年度の木道部改修工事により、転落防止柵付きの木道が設置さ

れました。今後も目視・触診により点検します。 

ｂ 修繕作業：通行人に危険が及ぶ可能性がある際には、応急対応として木道を通行止

めとします。修繕が可能な損傷の場合は、応急処置を施し、修繕ができない場合に

ついては札幌市に報告します。 

② 水飲み台 

ａ 開閉作業：４月と 11 月に水抜き栓、水飲み台の開閉作業を行い、冬季の凍結によ

る破損を防ぎます。また、冬季はブルーシートで養生します。 

ｂ 定期点検・清掃：積雪期を除き、スタッフが毎月１回の点検を行う際に、目視・触

診等により、破損や劣化等を確認します。 

③ ベンチ・四阿・パーゴラ・木柵 

ａ 日常点検：スタッフが毎日の巡回時に目視点検を行い、異常箇所、破損等を発見し

ます。 

ｂ 定期点検：年 1 回（７月）、専門的な知識や経験を有する専門技術者により行いま

す。 

ｃ 修繕作業：不具合を発見した際には、直ちに使用禁止とし、修繕と安全対策を講じ

ます。 

④ 公衆トイレ 

ａ 日常点検：日常清掃時にトイレの破損・詰まり・水道設備の点検をします。 

ｂ 修繕作業：不具合を発見した際には、直ちに使用禁止等とし、修繕と安全対策を講

じます。必要に応じて専門業者による修繕を委託します。 

ｃ チェックシート：トイレの建物・給排水・電気などの設備点検を、チェックシート

を用いて年 1 回以上行います。点検結果は札幌市に報告します。 

⑤ 照明灯 

ａ スタッフが年 3 回点灯確認を行い、玉切れの有無、安定器からの異音等の確認、

灯柱・灯具の外観の目視点検を行います。不具合を発見した際、軽微な修繕作業に

ついては直営で行います。大規模な故障の場合は、専門業者から修繕の見積りを取

り、直ちに札幌市に報告します。      

 

 

清掃・衛生管理 

【基本的な考え】 

① 美観維持と環境対策 
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清掃作業においては、季節・曜日・天候等の条件や、イベントの開催等により、ごみや

落ち葉の発生量、汚れ度合いが大きく変動しますが、作業の体制・重点箇所・時間帯・回

数等の年間清掃計画を立てた上で、回数や頻度の柔軟な変更により効率的かつ効果的に行

い、清潔と美観の維持に努めます。 

また、西岡公園は水源池や湿原を有する自然環境豊かな公園であり、ごみの散乱は公園

の印象を著しく損ないます。清々しい水辺の空間を提供し、公園利用者に清涼感を味わっ

ていただくため、水辺の衛生・美観管理に努め、サービスの向上を図ります。 

園地の清掃においては、草花・樹木を損傷させることのないように注意を払いながら、

ごみ・落葉・枝・石を分別して拾い集め、また園路や建物・工作物周りの雑草を除去し、

定められた処理方法に従い適正に処理します。 

なお、落葉や枯れ枝等はリサイクル化して公園に還元するほか、利用者にもご協力いた

だいてごみの減量化を図るなど、環境への負荷の低減に取り組みます。 

② 協働と不法行為の抑制 

清潔さと美観の維持は公園維持管理の基本的要素であると考え、この基本的要素を公園

利用者や近隣住民・各種団体の協力を得て、維持していく方策を検討します。多くの方が

公園の美観維持に関わることにより、管理コストの削減だけではなく、公園に対する愛着

心の醸成を図ることができると考え、また、このような協働の雰囲気づくりが、後述する

不法行為の抑制にも繋がることを期待します。 

③ 衛生・美観管理によるおもてなし 

西岡公園は展望を楽しめる公園として、札幌市民などが多く訪れる場所となっていま

す。多くの来園者を迎えるに当たり、公衆トイレを清潔に保つことで公園の印象を良く

し、親しみをもって公園を利用していただけると考えます。日常清掃により清潔を保つほ

か、汚れた場合は早急に対応するなどの取組により、公衆トイレの印象を良好に保ちま

す。 

 

【年間作業の具体的な実施要領】 

① 園内清掃 

ａ 維持管理スタッフにより園内清掃を行います。さらに、特別清掃として、落葉時や

イベント開催時に合わせて柔軟に対応し、美化・安全管理に努めます。 

ｂ 西岡中央公園にあるパークゴルフ場と多目的広場は、ボランティア団体によるごみ

拾い等の清掃を行います。 

② 公衆トイレ清掃 

西岡公園には公衆トイレが 2 箇所、西岡中央公園には 3 箇所あり、夏期には週 3

回程度、冬期には開放箇所を必要に応じて清掃します。清掃時には施設に異常がない

か、点検を行います。また、利用者の集中する土日・祝日やイベント開催時には、園

内維持管理スタッフが巡視し、清掃頻度を高めるなどして、衛生・美化に努めます。 
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③ 集水桝・街渠・U 字側溝 

ａ 定期点検・清掃：巡回時に集水枡・街渠枡・U 字側溝の点検を行い、落ち葉や泥上

げ等の清掃を行うことで、通水障害による周辺冠水を防止します。 

ｂ 大雨対策等：台風等により大雨が予想される場合には、早めに側溝や枡等を重点的

に点検し、障害物の確認・除去を行います。 

ｃ 雨量が多くなってきた場合は巡視回数を増やして溢水がないかチェックし、溢水の

おそれがある場合には早急に必要な対応をとります。  
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巡視・安全管理 

【基本的な考え】 

① ハザードマップ等の活用による効果・効率の向上 

当公園の巡回の際には、当協会が作成した公園ハザードマップを活用し、季節や気象条

件に応じて重点的に巡回・監視する箇所を判断して、効率的かつ効果的な巡回を行いま

す。巡回中に確認された園路の段差など公園の危険箇所は記録に残し、その記録を基に、

ハザードマップをより有効な内容とします。 

また、西岡公園内に出没するおそれのあるヒグマなどの危険動物については、目撃情報

や痕跡情報（足跡、フン、食痕等）、札幌市からの情報等を収集し、危険な状況と判断さ

れる場合は札幌市と協議して、看板設置や立入禁止措置など、迅速に対応します。 
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② 巡視時のコミュニケーション 

当公園は住宅街に隣接しており、様々な目的で来園する市民や、初めて訪れる市民も多

くいます。巡回時には、このような公園利用者におもてなしの気持ちを込めて積極的に

「声かけ」「あいさつ」を行い、コミュニケーションを取りながら、利用者が不便・不安

を感じる箇所・状況の把握に努めます。 

利用者の視点に立った巡回により、公園・施設への不満・不安箇所を早期に把握し、迅

速な是正・改善策を講じられるように努めます。 

③ マルチワーク化による効率化 

毎日の巡回は、公園内のごみ拾いを兼ねるとともに、緊急事態に備えて早急な措置がで

きるよう、簡易な修理工具や救急用品を携帯して行います。巡回に限らず、業務の従事に

おいては、可能な範囲で複数の職務を並行して行う効率的な体制により、経費の縮減とと

もに、利用者へのサービス向上に努めます。 

 

【年間作業の具体的な実施要領】 

① 園内巡視 

ａ 公園の安全利用の確保や公園施設の点検確認等を目的として、ルート図に沿った巡

視を、西岡公園では 1 日 1 回以上行います。西岡中央公園については、４月から

11 月までの間は月 10 回以上、12 月から３月までは月 4 回以上行います。 

ｂ 施設・工作物の異常箇所等を発見した場合や、スズメバチが利用者に危害を加える

おそれがある場合は、適切な方法で撤去・駆除・措置します。対応の困難な場所の

スズメバチの巣など、安全を確保できない場合は、注意看板を設置の上、使用禁

止・立入禁止とし、専門委託業者により対処します。 

ｃ 繁殖期のカラスについて、営巣箇所によって人への攻撃性が高まるおそれがある場

合は、迂回措置等により公園利用者とカラスの接近によるトラブルを防止します。

また、看板設置等によりカラスの生態や、攻撃から身を守る方法等についての情報

提供を行い、理解を得ながら安全を確保します。巣の撤去については、激しい威嚇

があり、他の対応が取れない場合にのみ検討します。 

ｄ 西岡公園には、隣接する奥山から様々な動物が移動してくるため、園内巡視時には

これらの動物の侵入にも注意を払います。特にヒグマは近年出没地域を広げ、西岡

公園を含む周辺の山林や住宅地での出没も報告されていることから、注意深く情報

を収集し、出没又は痕跡発見時には次ページの「西岡公園ヒグマ対策マニュアル」

に従い、関係機関と連絡を取りながら対応します。 

  最近では、平成 26 年 8 月 26 日に当協会職員が西岡公園内でヒグマを目撃し、

マニュアルに沿って迅速かつ適切に連絡・対応を行いました。 



 
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ヒグマ対応マニュアル（R3 改定 ver） 
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② 駐車場管理（西岡公園） 

駐車場については、盗難、車両事故、不法投棄などの犯罪予防に努めます。巡視の

際にはこまめにごみを拾い、不法投棄が起こりにくい雰囲気をつくります。 

③ 機械警備（西岡公園管理事務所・倉庫） 

ａ 公園管理事務所と倉庫にセンサーを設置し、夜間・休館日の機械警備を行います。 

ｂ センサーに火災、侵入等の反応が確認された場合、直ちに警備会社本部から警備員

が現場に急行し、現状確認後、初期措置を講じてマネージャーへ連絡を行います。

事態によってはマネージャーが現場に立ち会い、対策を講じます。 

④ 作業機械・物品の安全確保 

作業機械を使用する際には、作業開始前に作業機械始業点検簿に沿った点検、週１

回の作業機械定期点検簿に基づく定期点検を実施し、整備不良による事故を防止しま

す。また、作業機械操作・運転の安全講習を年１回開催し、安全を最優先した操作・

運転を徹底します。燃料などの引火性・可燃性物質は、耐火性保管庫で管理します。 

⑤ 公園維持管理作業中の利用者への安全確保 

利用者が集中する土日祝日は、利用者の利用を妨げないよう配慮し、巡回・清掃・

利用指導を重点的に行います。 

草刈・剪定等の作業時には、作業表示板やセーフティコーンを配置し、利用者の安

全を最優先した作業を心掛けます。また、利用の多い時期には、利用者の少ない時間

帯の作業で対応します。 

 

 

スポーツ施設管理 

【基本的な考え】 

① 良好な環境の提供 

西岡中央公園のスポーツ施設は、常に良好なコンディションを整え、市民の健康増進活

動に貢献します。 

② 利用者サービスの充実 

スポーツを通したコミュニティ活動の活性化を目指し、利用者の声を反映したサービス

を提供します。 

【年間作業の具体的な実施要領】 

① パークゴルフ場（西岡中央公園） 

ａ パークゴルフ場の維持管理と清掃は、公園スタッフとボランティア団体「西岡中央

公園パークゴルフ同好会」の協働により行います。 

ｂ 公園スタッフが巡視する際に、パークゴルフコースや工作物、備品の状態を点検

し、利用者の安全と良好な状態を維持します。 

ｃ 団体利用の調整は、ボランティア団体と協議して行います。 
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② テニスコート（西岡中央公園） 

ａ 公園スタッフが巡視する際に、コート表面やネットの状態を点検・確認し、利用者

の安全と良好な状態を維持します。 

ｂ 巡視時に、ごみや落ち葉等の飛散物を除去し、利用者の安全確保と、快適に使用で

きる環境を整えます。 

③ 多目的広場（西岡中央公園） 

ａ 草刈・清掃は公園スタッフとボランティア団体「西岡公園多目的広場運営委員会」

の協働により行います。 

ｂ 巡視時にごみや石等の危険物を除去し、利用者の安全確保と、快適に使用できる環

境を整えます。 

 
冬季の管理 

【基本的な考え】 

降雪・積雪による工作物等の破損や、除雪作業時に工作物等を破損させないよう、積雪

前に施設・工作物の撤去や養生を行います。 

また、積雪による劣化を防ぐため養生を行い、施設・工作物の長寿命化を図ります。 

【年間作業の具体的な実施要領】 

① 積雪期への備え 

積雪や除雪作業による公園施設の損傷のおそれや、雪に覆われて工作物の存在が確認し

にくく安全管理上支障があると判断される箇所は、降雪前に撤去又はスノーポールの設置

をします。 

ａ 水飲み台の養生のほか、降雪状況に応じて、樹木が雪の重みで枝が折れたりしない

ように樹木等の冬囲いを行います。現場での養生が困難な施設の場合には撤去保管

し、春に再設置を行います。 

ｂ パークゴルフ場及びテニスコートの利用期間終了後には、速やかにネット等の備品

を回収し、西岡公園内の倉庫に収納します。 

 

② 除雪業務と動線確保・工作物保全 

ａ 除雪：15ｃｍ以上の降雪があった場合、駐車場や管理事務所周辺の除雪を機械や

人力で行います。また、駐車場から管理事務所までの園路も同様に除雪を行いま

す。  日中の降雪時も適時除雪を行います。 

ｂ 安全対策：作業時には、歩行者に十分注意して安全優先で作業を行います。除雪し

た雪は通行の障害にならない場所に堆積させます。除雪時には施設からの落氷等、

利用者やスタッフに危険が及ぶおそれのある箇所を早期に発見し、融雪剤の散布、

砂まき、氷割り、氷落とし等の対応を迅速に行います。 
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ｃ 施設の除雪：階段については、通行できるようにスコップを用いて除雪し、利用者

の安全を確保します。管理事務所や四阿の屋根の雪下ろしを行い、施設・工作物の

雪による損傷を防ぐとともに、公園利用者への落雪による被害防止に努めます。 

ｄ イベント対応：イベント等の実施に際しては、主催者と調整して事前に除雪を行

い、イベント参加者の利便性と快適性を高めます。 

 

③ 融雪後の巡視点検 

融雪直後には樹木や施設の目視・触診点検を実施します。異常を発見した場合には

速やかに修繕又は部品の交換を行います。また、修繕が困難な場合には使用禁止など

の応急処置を施し、札幌市に報告します。 

 

 

３）植物の育成管理 

当公園の立地環境と植物の特性を十分に考慮した年間作業計画を作成し、樹木・芝生・草

花等を、常に良好で健全な状態に維持します。また、管理作業の実施に当たっては、利用者

の安全確保と利用状況に配慮して適切な時期や方法を選び、管理経費の節減を念頭に置いて

取り組みます。 

【植物育成管理の基本的な考え】 

樹木や芝生の健全な育成を図り、訪れた人々に安心とやすらぎをもたらし、緑と景観の

拠点として定着させるために、維持管理業務を計画・実施します。 

 

 

 西岡公園 

樹林 

自然林の林冠を占める樹木はシラカンバ、ミズナラ、シナノキ、ホオノキ、ハリギリが多

く、湿原ではヤナギ類、ハンノキ、ヤチダモ、トドマツやエゾマツが見られます。 

林床に生育する植物の種類は多く、春から秋まで花が絶えることはありません。このため

野草観察などのために訪れる人も多く見られます。 

 

 

 

  

西岡公園樹林地 

植栽林 自然林 
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【自然林の管理方針】 

当協会は、次の事項を基本方針として自然林の管理を行います。 

①池や湿原の周辺に当たる自然林は、自然そのままを尊重するため、風倒木や枯損木等

が発生した場合、園路や広場付近等、利用者に危険が予想される場合を除き、残置

します。 

② 維持管理で処理した枝・幹は林内に置いて、鳥類や昆虫の利用、自然の分解にゆだ

ねます。 

③ 園路周辺のササについては、植物の実生保護のため、必要に応じて手鎌で刈取りを

行います。 

④ 日常の巡視で植物の生育状況をチェックし、危険木・支障木等、異常があった場合

は速やかに対応します。 

作業時期 作業内容 

4 月～積雪 落枝・倒木の処理 

6～8 月 ササの手刈 

4～10 月 スズメバチへの対応（巣撤去等） 

5～8 月 カラスへの対応（迂回措置等） 

【植栽林の管理方針】 

① 積極的に手を加え管理する区域 

駐車場から管理事務所までの園路付近の樹林や、芝生広場を中心とした樹木につい

ては、利用者の安全と花や樹形の美しさを考えて管理します。 

② 植栽林の管理については次のとおりに行います。 

モンタナマツや生け垣の刈込み、ツツジ類やハルニレの管理は、景観に配慮して行

います。ツツジ類は根の保護のため必要に応じてマルチングを行います。 

作業時期 作業内容 

4 月下旬～6 月 剪定枝チップでマルチング 

4 月上旬 冬囲い取り外し、雪害枝の整理 

5 月～10 月 低木剪定・刈込み 

 
 
 

湿原管理 

木道周辺にはヨシのほかに貴重な植物も生育しているため、木道の草刈は最小限の範囲で

行います。その際には、刈高を木道より下げないことに注意し、貴重な湿地の植物に配慮し

ます。 

また、木道の維持管理は日常巡視時に点検し、修繕が必要な箇所の発見に努めます。大雨

や雪解け等の増水時は巡視頻度を高め、木道が冠水した場合は通行止めなどの措置をとりま

す。また、特定外来生物のオオハンゴンソウが確認されているため、分布の拡大を防ぐため

に、防除作業を行います。 
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項目 作業期間 作業内容 

雪割等 4～5 月 木道雪割りにより、湿原内の歩行防止と転倒予防を図る 

ヨシ刈り 5～9 月 ヨシ以外の草花は残し、木道レベルより下は刈込まない 

木道管理 
4～11 月 巡視、異常のチェック 

4～11 月 木道修繕と通行止め等の処置 

植物管理 
4～11 月 植物調査（生育情報・開花情報の収集） 

7～10 月 オオハンゴンソウの防除 

 

花壇管理 

ボランティアの西岡マダムと協働で、花壇と管理事務所前に設置しているプランターに、

四季折々に楽しめるよう季節の花や公園の生態系に影響のない宿根草を植栽しました。今後

もボランティアとの連携を図りながら協働で花修景の充実に努めます。 

 

草地管理 

広場や木道沿いなど、場所ごとに使用する機械や草の刈り方を変えながら管理します。公

園管理において草刈中の事故をなくすため、草刈作業時は作業予定エリア周囲に作業を行う

ことを伝えるセーフティコーン等を置いて注意を促すなど、利用者の安全確保に努めます。 

① 草刈 

草刈は成長期の６月から９月の間に、エリアを決めて順次作業を進めます。刈り草は集

草し、林内で堆肥化させます。広場は自走ロータリーモアで刈込み、歩道沿いや樹木付近

は、刈払機を使用します。築堤、木道、駐車場などの狭い草地では、刈払機を使用して草

刈を行います。 

対象区域 回数 

広場・築堤・駐車場・拡張地 3 回／年 

木道 2 回／年 

② ササ刈り 

園路周辺のササ刈りは、通行に支障が出るほどササが生育した場合に、園路縁より約

2m 程度の刈込み作業を行います。 

対象区域 回数 

園路周辺 １回／年程度 
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パーゴラ広場の活用 

パーゴラ広場の一部を湿地性の観察地として活用できるよう整備します。令和元年度に

はボランティア団体と協働でクリンソウ等の移植を行い、観察地とするエリアの立ち入

りを制限するなどの整備を行ってきました。西岡公園の自然環境に即した生態を守りつ

つ、引き続き、排水不良の解消等の整備を行っていきたい。 

 

植物リサイクル 

管理作業で発生した剪定枝や枯損木は、移動式のチッパー機で粉砕し、マルチング材料

として樹木の周りや園路に施用します。また、パークゴルフ場の芝刈や草刈で発生した

刈草、園内花壇の除草により発生した草などは、堆肥化して活用します。同様に、園路

や公道の落ち葉を回収し、落ち葉堆肥として土壌改良に利用します。また、剪定枝を使

用した樹名板や、クラフト品をボランティアとの協働で作製します。 

 

人と環境にやさしい公園管理 

自然林の残る西岡公園では、水源池や湿原、河川があり、多様な生物が生育・生息してい

るため、これらの保護を優先し、除草剤や化学農薬は使用しません。 

 

 

 西岡中央公園 

植栽低木類の管理 

モンタナマツや生け垣の刈込み、ツツジ類の管理は、樹形や花付きに配慮して行います。

令和 2 年度に公園北側に隣接する住宅地の造成工事に伴い、境界沿いにニオイヒバの植栽

があり、ニオイヒバについても剪定等の管理を行います。 

作業時期 作業内容 

4 月上旬 冬囲いを外した後、枝を整えてしおりの癖をなおす 

6 月～11 月 低木剪定・刈込み、冬囲い 
 
 

植栽高木類の管理 

① 落葉広葉樹 

サクラ類やナナカマド、ヤマモミジなどの樹木は、公園樹にふさわしい樹形を維持しま

す。また、害虫などがつきやすい樹木については、化学農薬を使わずに、捕殺や剪定等に

よる罹病部の除去を行い、健全な樹木づくりを心がけます。 

② 針葉樹 

マツ類、オンコなどの針葉樹は適宜剪定を行い、公園樹としての樹形を維持するとと

もに、病害虫防除を行います。また、オンコの根の周りなど踏圧で土壌が固くなったと

ころはチップでマルチングを行い、表層土壌の改良を行います。 
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自然林の景観管理 

現在の景観を維持し、樹林内の散策路周辺で危険が予想される枯損木や枯れ枝を取り除き

ます。また、住宅地に隣接していることを考慮し、巡視時に越境枝や危険木などを発見した

際には、札幌市に報告し、対応を協議します。 

 

 

草地管理 

① パークゴルフ場 

刈高は低く保ち、グリーンモアと自走ロータリーモアで刈込みを行います。パークゴル

フ場での作業は、当協会とボランティア団体の協働で行います。 

作業時期 作業頻度 作業内容 

5～10 月 5 回/年 芝 刈 

5 月・9 月 2 回/年 施 肥 

             ※年間投入窒素量 6g/㎡ 

② 草刈 

草刈は成長期の６月から９月に、エリアを決めて順次作業を進めます。刈り草は集草

し、林内で堆肥化させます。広場は自走ロータリーモアで刈り込み、歩道沿いや樹木付近

は、刈払機を使用します。令和 2 年度に公園北側に隣接する住宅地の造成工事に伴い、

境界沿いの草地面積が増えていますが、同様に管理を行います。 

対象区域 回数 

草地・法面・広場 3 回／年 

 

③ 多目的広場 

多目的広場は現在、ボランティア団体による草刈や土入れ等の整備が行われており、引

き続きボランティア団体と連携を図りながら維持管理を行います。 

 

植物リサイクル 

園内で発生した剪定枝や枯れ枝は移動式のチッパー機で粉砕し、マルチング材料として樹

木の周りに施用します。また、草刈で発生した刈草などは堆肥化し、花壇に堆肥として活用

します。 

不要となった焼丸太については、丸太杭などに再利用後、さらにチップ化し、園路の舗装

材として敷き均します。 

４）令和５年度の維持管理作業の計画 

当公園の維持管理で、令和５年度維持管理作業をまとめ、工程表として掲載します。 



 
66 

  

〈
西

岡
公

園
〉

実
施

期
間

数
量

単
位

（
月

）

基
本

管
理

巡
視

点
検

4
0
8
,9

6
1
㎡

3
5
9

回
4
-
3

市
民

対
応

一
式

3
5
9

日
4
-
3

来
園

者
窓

口
対

応
一

式
3
5
9

日
4
-
3

運
営

管
理

有
料

施
設

受
付

一
式

1
9
9

日
4
-
1
1

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

対
応

一
式

適
時

回
4
-
3

イ
ベ

ン
ト

準
備

/
対

応
一

式
適

時
回

4
-
3

展
示

・
資

料
作

成
一

式
適

時
回

4
-
3

調
査

/
教

育
普

及
一

式
適

時
回

4
-
3

運
営

事
務

一
式

適
時

回
4
-
3

職
員

研
修

（
朝

礼
・
K
Y

）
一

式
適

時
回

4
-
3

園
内

清
掃

拾
い

集
め

型
清

掃
1
0
7
,0

0
0
㎡

3
5
9

回
4
-
3

春
の

清
掃

1
0
7
,0

0
0
㎡

1
回

4

落
ち

葉
清

掃
1
0
7
,0

0
0
㎡

2
回

1
0
,1

1

ト
ラ

フ
清

掃
3
8
0
m

2
回

4
,1

1

草
地

管
理

草
刈

･ブ
ロ

ワ
・
集

草
：
拡

張
地

3
2
6
㎡

3
回

6
-
9

草
刈

･ブ
ロ

ワ
・
集

草
：
広

場
・
築

堤
・
駐

車
場

3
2
,0

0
0
㎡

3
回

6
-
9

草
刈

･ブ
ロ

ワ
・
集

草
：
木

道
1
,2

0
0
㎡

2
回

6
,9

湿
原

管
理

（
土

の
う

積
み

・
ヤ

ナ
ギ

の
伐

採
）

一
式

随
時

回
4
-
3

植
栽

管
理

藤
棚

剪
定

1
1
6
㎡

1
回

1
1

低
木

剪
定

1
1
2
株

1
回

5
-
1
0

築
堤

剪
定

3
5
6
㎡

適
時

回
5
-
1
0

生
垣

刈
込

1
6
m

1
回

7
-
9

樹
木

剪
定

1
1
2
株

適
時

回
4
-
3

倒
木

・
枯

損
木

処
理

一
式

適
時

回
4
-
3

特
定

外
来

植
物

除
去

一
式

1
回

8

チ
ッ

プ
化

・
敷

き
均

し
一

式
適

時
回

4
-
1
1

サ
サ

刈
り

一
式

1
回

6
-
8

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
管

理
内

容
管

理
規

模
年

度
計

画
数

１
月

２
月



 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈
西

岡
公

園
〉

実
施

期
間

数
量

単
位

（
月

）

施
設

管
理

点
検

：
木

柵
、

八
ツ

橋
、

築
堤

、
木

道
等

一
式

3
5
9

回
4
-
3

整
備

：
木

柵
、

丸
太

階
段

等
一

式
適

時
回

4
-
3

木
道

修
繕

一
式

適
時

回
4
-
3

照
明

灯
点

灯
点

検
8
基

3
回

4
-
3

照
明

灯
修

繕
（
ラ

ン
プ

取
替

え
）

8
基

適
時

回
4
-
3

施
設

整
備

、
修

繕
、

整
理

一
式

適
時

回
4
-
3

委
託

業
務

ハ
チ

巣
・
カ

ラ
ス

巣
撤

去
一

式
随

時
日

4
-
1
1

機
械

警
備

一
式

3
6
5

日
4
-
3

一
般

ご
み

収
集

運
搬

一
式

適
時

回
4
-
3

資
源

ご
み

収
集

運
搬

一
式

適
時

回
4
-
3

ビ
ン

カ
ン

収
集

運
搬

一
式

適
時

回
4
-
3

産
業

廃
棄

物
一

式
適

時
回

1
1

消
防

設
備

点
検

一
式

2
回

8
,2

自
動

ド
ア

保
守

点
検

一
式

2
回

9
,3

休
養

施
設

点
検

一
式

1
回

7

定
期

清
掃

一
式

2
回

7
,3

駐
車

場
除

雪
一

式
適

時
回

1
2
-
3

ト
イ

レ
維

持
管

理
2
棟

適
時

回
4
-
3

そ
の

他
業

務
カ

ラ
ス

対
応

･注
意

看
板

設
置

等
一

式
適

時
回

4
-
1
1

ハ
チ

巣
撤

去
･注

意
看

板
設

置
等

一
式

適
時

回
4
-
1
1

機
械

･備
品

整
備

、
修

繕
一

式
適

時
回

4
-
3

冬
期

準
備

水
飲

み
台

【
開

栓
/
閉

栓
】

2
基

2
回

4
,1

1

冬
囲

い
設

置
/
撤

収
一

式
2

回
4
,1

1

除
雪

、
雪

下
ろ

し
一

式
適

時
回

1
2
-
4

１
月

２
月

３
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
６

月
管

理
内

容
管

理
規

模
年

度
計

画
数

４
月

５
月



 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈
西

岡
中

央
公

園
〉

実
施

期
間

数
量

単
位

（
月

）

基
本

管
理

定
期

巡
視

4
6
,8

1
5
㎡

1
0
8

回
4
-
3

園
内

清
掃

拾
い

集
め

型
清

掃
2
3
,9

0
0
㎡

1
0
8

回
4
-
3

春
の

清
掃

2
3
,9

0
0
㎡

1
回

4

秋
の

落
ち

葉
清

掃
2
3
,9

0
0
㎡

2
回

1
0
,1

1

ト
ラ

フ
清

掃
3
8
0
m

2
回

4
,1

1

草
地

管
理

芝
刈

・
ブ

ロ
ワ

・
集

草
：
芝

生
1
8
,3

0
0
㎡

3
回

5
-
1
0

芝
刈

・
ブ

ロ
ワ

・
集

草
：
P
G

2
,3

5
0
㎡

5
回

5
-
1
0

施
肥

：
P
G

2
,3

5
0
㎡

2
回

4
-
1
0

植
栽

管
理

花
壇

除
草

5
0
㎡

適
時

回
6
-
9

低
木

剪
定

4
6
5
本

1
回

6

倒
木

・
枯

損
木

処
理

一
式

適
時

回
4
-
3

生
垣

刈
込

・
藤

棚
剪

定
1
8
0
m

2
回

7
,1

1

施
設

管
理

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

清
掃

1
,3

6
0
㎡

5
回

4
-
1
0

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

設
備

修
繕

1
,3

6
0
㎡

適
時

回
4
-
1
1

点
検

（
丸

太
階

段
、

看
板

、
デ

ッ
キ

、
ベ

ン
チ

等
）

一
式

1
2

回
4
-
3

照
明

灯
管

理
照

明
灯

点
灯

点
検

1
0
灯

3
回

4
-
3

照
明

灯
修

繕
（
ラ

ン
プ

取
替

え
）

一
式

適
時

回
4
-
3

外
柵

管
理

外
柵

修
繕

一
式

適
時

回
4
-
3

ト
イ

レ
管

理
ト

イ
レ

清
掃

3
基

9
0

回
4
-
1
1

冬
期

準
備

水
飲

み
台

冬
囲

い
（
開

栓
/
閉

栓
）

1
基

2
回

4
,1

1

樹
木

冬
囲

い
4
6
5
本

2
回

4
,1

1

委
託

業
務

休
養

施
設

点
検

一
式

1
回

7

ハ
チ

巣
撤

去
・
カ

ラ
ス

対
応

一
式

随
時

日
4
-
1
1

ト
イ

レ
設

備
点

検
・
維

持
管

理
3
基

適
時

回
4
-
1
1

そ
の

他
管

理
カ

ラ
ス

対
応

･注
意

看
板

設
置

等
一

式
適

時
回

4
-
1
1

ハ
チ

巣
撤

去
･注

意
看

板
設

置
等

一
式

適
時

回
4
-
1
1

２
月

３
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
６

月
７

月
管

理
内

容
管

理
規

模
年

度
計

画
数

４
月

５
月



 
69 

 

５）生態系への配慮 

希少生物の保全 

西岡公園は、市内でも有数の野生生物の生育・生息地であることから、生物多様性の保全

に重点を置いた管理運営を行います。 

在来生物の中でも、北海道レッドリストに挙げられるフクジュソウやクリンソウ、ヤマシ

ャクヤク等の植物、クマゲラ、クイナ等の鳥類、オオアオイトトンボやコシボソヤンマ、サ

ラサヤンマ等のトンボ目やエゾホトケドジョウ、ヤチウグイ等の魚類の生育・生息を確認し

ています。また、ヘイケボタルやニホンザリガニなどが生息しており、これらは環境の変化

に弱く、生息域が限られる生物です。 

これら生物の生育・生息環境を維持するためにも、継続して調査を行い、生息状況を把握

するとともに、市民との意見交換会で包括的に保全対策を検討しながら、希少な個々の生物

については、各専門家や自然保護団体と協働で保全活動を進めます。 

また、在来の生物に悪影響を与えるおそれのある外来種についても、継続して調査を行

い、生育・生息位置や状況を記録し、意見交換会等で協議しながら、適宜駆除等を行いま

す。オオハンゴンソウなどの特定外来生物は、所定の手続きをとった上で、ボランティアと

協働で防除します。 

アライグマ、ミンク等の特定外来生物は、管理の上で駆除の必要が発生した場合には、札

幌市と協議し、捕獲して適正に処置をします。ミシシッピアカミミガメなどの要注意外来生

物は、適宜適正に処置するとともに、動植物を放すこと・捨てることが環境に与える影響を

看板や観察会等を通じて普及啓発します。 

① ヘイケボタルの保護 

西岡公園の魅力のひとつであるヘイケボタルの生息維持に努めます。ヘイケボタルの保

護のため、成虫の発生時期に、個体数調査と利用調査を行います。個体数調査では、確認

した位置や状況、個体数等を記録し、利用調査では利用者数や車の駐車台数、観賞状況を

記録します。調査結果は展示室や公式ホームページ等で公開し、来園者に情報提供しま

す。 

一方で、過度な観賞は生息地の撹乱や繁殖行動の妨げを招き、個体数の減少につながる

おそれがあるため、明かりをつけながらの観察やホタルの採集は、ホタルが減る原因とな

ることを啓発し、マナーを守って観賞していただけるよう努めます。 

② 希少なトンボ類の保護 

「西岡ヤンマ団」や「北海道トンボ研究会」による継続的な調査を通して、希少種のコ

シボソヤンマやサラサヤンマ、オオアオイトトンボなどの生息が確認されています。今後

もトンボの生息調査を継続し、希少なトンボ類の減少が見られた際には、必要に応じて関

係機関や専門家と協議して保全対策を検討します。 

③ クリンソウ群落の復元・保護 

平成 15 年度からの管理事務所の調査により、湿原内の 2 箇所でクリンソウの生育を

確認していましたが、平成 21 年度の盗掘により、公園内ではほとんど花を見ることがで

きなくなりました。クリンソウは、北海道レッドリストにおいて絶滅危惧種に指定されて
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いることから、ボランティア団体「西岡公園植物の会」と協働で苗を育て、種を蒔くこと

で西岡公園の群落を復元し、保護する取組を継続して行っています。その結果、平成 30

年には湿原内で複数株を確認できるようになりました。 

今後もボランティアと連携して、クリンソウの保全活動を継続していきます。 

 

外来生物への対応 

 

① 特定外来生物オオハンゴンソウの防除 

当協会の調査によるオオハンゴンソウの分布状況は、平成 15 年頃には西岡公園内で数

株が確認されていましたが、平成 19 年頃から個体数が増加しました。平成 23 年度から

定期的な駆除活動を実施し、分布の拡大を防いでおり、今後もボランティア団体「西岡公

園植物の会」と協働で駆除に取り組みます。また、公園内におけるオオハンゴンソウの分

布図の作成や被度調査を継続的に実施することで、駆除活動の成果を記録します。 

 

② 要注意外来生物ミシシッピアカミミガメ等への対策 

水源池の下流では、飼いきれなくなったカメや金魚、グッピー等を川に放す人が多く、

中でもカメは水源池に定着しつつあります。これらの外来生物は在来生物に与える影響が

大きいことから、この問題を多くの人に知ってもらうことが必要です。「西岡さかな組」

の活動等により、継続的に外来生物の生息状況調査を行うとともに、展示室での生体展示

やポスター作成等の PR 活動を通じて、外来生物の問題を広く市民に伝えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
71 

 

（2）防災業務計画 

１）防災業務の実施方針及び役割分担 

防災業務の実施方針 

当協会では、危機管理対策・対応を「予防・未然防止対策」、「初動処置・対応」、「再発防

止・対応改善対策」の３段階に分け、各段階において、次のとおり個別具体の対策を行い、

公園利用者と地域住民の安全・安心の確保に努め、事故・災害に強い公園・施設を目指しま

す。 

西岡公園は広域避難場所、及び指定緊急避難場所（大規模な火事）に指定されており、そ

れをふまえて次に記述する体制・対策・対応を講じます。 

 

防災業務の役割分担 

当公園で火災が発生した際には、次ページの「自衛消防の役割分担と手順」に基づいて対

応します。常駐人数が少ないため、火災時に求められる役割と手順を全スタッフが把握し、

自衛消防隊長の指揮により、効率良く的確に対応します。 

災害・事故発生の際の緊急時連絡系統は、「災害時対応フロー」（P７４）に沿って行動

し、「緊急時連絡網」（P１７）にて迅速な連絡を行い対応します。夜間・休日等にも迅速に

参集できるよう、携帯電話や電子メール等による連絡体制を整えます。 

また、交通障害を伴う大規模な災害においては、当公園スタッフが直ちに参集できない事

態も想定されることから、当公園の比較的近くに居住する他公園スタッフが参集し、災害等

の対応を行う体制を整えます。 

 

 

 

初動処置対応
迅速かつ的確に対応することで
被害を最小限にとどめる

利用者と地域住民の安全・安心の確保に努め、
事故・災害に強い公園・施設へ

事故・災害
発生

予防・

未然防止対策

再発防止・

対応改善対策

園内及び周辺地域で想定される
様々な事故・災害の可能性を
事前に察知し、予防対策を施す

課題・改善点を抽出し、以降の
「予防・未然防止対策」に繋げる
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２）防災訓練計画の予定 

防災訓練計画 

① 訓練と教育 

ａ 当公園での事故及び災害発生時において誘発される事態を予測し、対応・行動イメ

ージをシミュレーションすることができるよう、「緊急時連絡網、緊急時連絡系統及

び対応フロー、災害時対応フロー、緊急時対応手順書」を備えています。 

ｂ スタッフの新規採用時には AED の操作方法を含む普通救命講習を受講させ、修了

したスタッフについては、３年毎に普通救命講習を再受講し、新しい救命方法の取

得や知識、技術の維持向上を図ります。 

ｃ 火災、台風及び震災を想定した緊急時対応教育及び消防訓練を、年１回行います。 

② 常駐スタッフの連携 

防災に係る取組においては、マネージャーの指揮のもと、常駐スタッフ全員が効率

良く連携して対応します。緊急時に適切な対応が取れるよう、上記の訓練・教育のほ

か、毎朝の全スタッフによるブリーフィングなどにおいて、随時対応を確認します。 

３）事故等への対応方法 

予防・未然防止対策 

当公園及び周辺で発生する可能性のある事故・傷病として、園路や木道での利用者の転

倒・転落、河川増水による洪水、火災発生による火傷等、地震災害による転倒・転落、枝等

の落下による被災、ヒグマなどの危険生物による被害のほか、キタキツネやダニなどの生物

を媒介とする感染症等の病気の発生も想定して対応します。また、新型コロナウイルス感染

症対策を札幌市の指示のもと、着実に対応します。 

① 情報収集と共有 

ａ 予防や事故に関する情報を国や北海道、また札幌市からの通知や、インターネット

上の情報、報道等から収集し、当公園で発生することが予想される場合に予防方法

を公式ホームページ、園内掲示板に掲示し、事故の予防･未然防止に努めます。 

ｂ 台風など、時間の経過につれて災害発生や被災の予測が可能な事態に関しては、気

象情報、札幌市危機管理対策室の発信情報等を収集し、台風の進路等を把握して、

被災を最小限に抑えるよう努めます。 

ｃ 公園内で予想される危険についての情報を掲載したハザードマップを作成し、公式

ホームページのほか、管理事務所、園内掲示板に掲示して利用者に周知していま

す。また、ハザードマップの内容更新に際しては、施設利用者の利用形態や声を積

極的に反映します。 

ｄ 当公園はもとより、当協会が管理する他公園でのヒヤリ・ハット事例集も共有・活

用し、維持管理作業や利用者の案内等に反映させ、安全・安心の確保に努めます。 
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② 巡回点検等による早期発見・改修 

ａ 日常の巡回点検においては、管理事務所や設置工作物等の状態を確認し、破損箇

所・異常箇所の早期発見に努めます。 

ｂ 修理・改修が可能な場合は直ちに行い、大規模な改修等が必要な場合は札幌市に報

告・協議し、必要に応じて使用禁止・立入禁止とし、利用者の安全を確保します。 

ｃ 台風による強風や大雨、地震発生時、また降雪等による被災を最小限に抑えるた

め、公園及び施設の状況把握に努め、巡回時に危険箇所の発見に努めます。 

ｄ 公園内で不審物を発見した場合には、札幌市や管轄警察署に直ちに連絡し、対処し

ます。 

③ 連絡体制の確立 

ａ 札幌市、近隣病院、管轄の警察署・消防署、電気・水道・下水などの関係機関や修

理関連事業者のほか、当協会他公園スタッフに対し、迅速な連絡・支援要請を行う

ための「緊急時連絡系統及び対応フロー」（P17７）の内容をスタッフに周知・共

有しています。 

ｂ 大規模な事故又は災害の発生時には、「緊急時連絡網」や電子メール等によりスタ

ッフが迅速に参集し、対応します。 

④ 諸機材等の配備 

ａ AED を管理事務所に配置するとともに、消火器・救護備品等を配備しています。

園内にはこれらの備品の設置場所や緊急連絡先を掲示し、必要時にスタッフや利用

者が迅速に処置・対応できるようにします。 

ｂ 台風、震災などの災害に備え、必要となる資材等を次のとおり確保し、定期的に確

認して補充・更新します。 

 水電池（水を入れると使用できる電池・100 本程度）、ラジ

オ、 

 LED 懐中電灯、拡声器、セーフティコーン、ロープ等 

⑤ 園内案内看板の更新 

公園内の位置情報として、園内位置図が少ない区域に、現在地を示す案内看板を増

設し、これを維持管理することによって、緊急事態発生時の利用者安全誘導の効率化

を図ります。 

 

初動処置・対応 

① 救護・処置 

ａ 負傷者・病人が発生した場合には、その救護を第一に考え、スタッフが応急措置を

行います。また、必要に応じて救急指定病院や消防署への通報と病院への搬送補助

を行い、家族等へ連絡します。 
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ｂ 警報等が発令され、災害の発生が想定される場合には、「災害時対応フロー」

（P.76）に基づき、状況に応じて「災害対策本部」を事務局又は当公園内に設置

し、関係各所への連絡と当協会への応援要請を迅速に行います。 

ｃ 大気中の PM2.5 の濃度が基準値を超えて警報が発令された場合は、公式ホームペ

ージや掲示板等を使用し、公園利用者へ警報発令の情報発信を行います。 

② 避難・誘導 

ａ 事前に察知することが可能な台風接近時においては、インターネット等で最新の情

報を収集し、強風で飛ばされる危険性のある看板等の撤去・固定、倒木・落枝が想

定される区域への立入禁止などの措置を講じます。 

ｂ 建物で火災が発生した場合、常駐スタッフが利用者を迅速に安全な場所に避難誘導

します。 

ｃ ヒグマ等の園内侵入の可能性がある場合は、札幌市と連絡を密にし、公園の閉鎖や

公園利用者の避難誘導等を迅速に行います。 

③ 施設等の措置・復旧 

ａ 事故発生後は、被害の拡大・後発事故を防ぐために施設の使用中止・立入禁止等、

適切な措置を講じます。また、指定管理者で対応可能なものは、速やかに復旧、修

理します。 

ｂ 強風雨・降雪時に、倒木・枝折れ等があった場合には、直ちに撤去・応急処置のほ

か、必要に応じて立入禁止とします。 

ｃ 大規模な修繕・改修等が必要な場合においては、札幌市と協議し、対策を講じま

す。 

④ 被害拡大・二次災害の防止 

ａ 台風・地震・降雪・洪水・落雷などにより被災した場合、その最中の作業は危険を

伴い、スタッフの二次災害を招くおそれがあることから、気象状況や災害の収束状

況を見極めて復旧措置・対応に当たります。 

ｂ 災害の残存物による被害が生じないよう、必要に応じて立入禁止措置を講じるほ

か、早期の利用回復に努めます。 

⑤ 責任ある対応 

公園内で負傷者等が発生した場合は、誠意と責任をもって負傷者への対応に当たる

ほか、損害賠償が必要な場合には、保険会社と共に迅速かつ確実、誠実に対応しま

す。 
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災害対策 
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再発防止対策 

① 原因究明・検証 

ａ 事故発生後には、その原因を徹底的に究明・検証し、必要に応じて施設・設備・案

内等を改善し、再発防止に努めます。 

ｂ 収束後には連絡・対応・処置状況などを検証し、必要に応じて指針の修正、他機関

との再調整等を行い、常に最善の対応が可能なシステムづくりに努めます。 

ｃ 札幌市への事故報告や被災状況報告を迅速に行います。また、当協会で情報共有と

処置・結果の検証に使用している「事故報告書」により、公園の全スタッフのほ

か、事務局へ情報を通知し、共有します。他の管理公園・施設等での同様事故発生

の抑制に努めるとともに、以降の災害発生時における被災軽減策・被災予防措置の

改善に努めます。 

 

 

当協会で用いている事故報告書 

専務理事 事業課長

病院名 電話

薬局名 電話

物損

保険

報告書

報告年月日 平成　　年　　月　　日 報告者

対
　
　
　
　
　
応

対応・処置経過

反省点

今後の対策／結果

札幌市への第一報 □未 □済 □不要　□要 ※事務局記載欄　報告書提出

保険適用 □あり　□なし（　　　　　　　）

□あり　□なし　

□公園備品　□財団備品　□利用者所有物　□リース物件　□設置者備品　□その他（　　　　　　　　）

損害物品名

概算損害額 千円 □あり　□なし　 □届済み　□未届　□不届　

事故発生状況

第１次対応者 最終対応者

被害／けがの状況

□通院

□入院

被
災
者

区分 □市民　□職員　□その他（　　　　　　　　）

住所 □札幌市　□（　　　　　　　）市　

氏名 　年齢   才 保護者氏名

□午後

発生場所 施設名

事　故　報　告　書

発生日時 平成　　年　　月　　日　　曜日
■午前

時　分 番号 №

理事長 事務局長 総務課担当課長 事業課担当課長 担当課長 事業・総務課
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② 履歴の蓄積 

ａ 施設・設備等において事故が発生した際には、破損箇所・修繕箇所などを履歴とし

て記録し、再発防止・未然防止策及び効率的な管理・運営のために生かします。 

ｂ 自然災害等による被災状況・被災箇所なども同様に記録し、未然防止策・被害軽減

策・災害に強い施設体制づくりに生かします。 

４）消防法への対応内容 

① 消防用設備点検の実施 

管理事務所など、園内施設に設置されている消火器について、専門業者に委託して年 2

回の点検を行います。 

② 消防訓練の実施 

当公園で働く全スタッフを対象に、年 1 回の消防訓練を実施します。 

  



 
79 

6 事業の計画及び実施に関する業務の実施内容 

（１）都市公園の利用促進に関する取組と実施計画 

１）取組の基本的考え方 

西岡公園は、特殊公園（風致公園）であるため、ただ利用者数を増やすだけでなく、豊か

な自然環境を理解し、大切にする市民の増加に寄与することが管理者としての当協会の役割

と考えます。そこで、「広報活動」「ビジターセンター機能の拡大」「環境教育活動」「地域と

の連携」「イベント開催」の５つの柱からなる利用促進事業を計画します。 

公園の利用促進を図るに当り、新型コロナウィルス感染拡大防止に努めます。なお、感染

拡大状況の変動があった場合には札幌市の指示のもと対応します。 

 

２）具体的な取組の実施計画 

広報活動による利用促進 

① パンフレットとイベントチラシの配布 

西岡公園では、展示室でパンフレットの配布を行い、利用者の利便性の向上に努めま

す。イベントのポスターやチラシは早期に提供し、参加者、リピーターの確保を図りま

す。また、近隣の小学校にチラシを配布し、新たな利用者の確保に努めます。 

 

② 公式ホームページの充実 

当公園のホームページでは、公園の概要やアクセス、イベント、棲息している生き物情

報などをお知らせしています。また、ホームページにはブログの機能を持たせており、リ

アルタイムの自然情報や、行事の報告などを随時更新しています。 

令和３年度の西岡公園のホームページのアクセス数は 78,971 件でした。西岡公園の

ホームページは毎週更新し、常に新しい情報を掲載します。公園の利用に当たってのルー

ルやマナーを分かりやすく掲載し、利用者への普及啓発を図ります。また、災害が予測さ

れる場合の注意情報やハザードマップも掲載し、安全で安心して公園を利用していただけ

るよう努めます。 

③ 「西岡見聞録」の充実 

当協会では、平成 16 年度から、西岡公園の季節毎の見どころや歴史、イベント情報を

まとめた「西岡見聞録」を定期的に発行しています。 

今後も継続して、問い合わせの多いミズバショウやホタル、紅葉等について見頃の時期

を掲載するほか、その時期の開花情報や野鳥情報を掲載します。その他、イベントのお知

らせや報告も充実させ、新規利用者の確保につなげます。 

また、他の施設でも西岡公園の情報を入手できるよう、近隣の公園や環境教育施設にも

配布を依頼します。発行済みの号から最新号まで、内容は公式ホームページにも掲載し、

利用者の利便を図ります。 
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④ マスメディアの積極的活用（札幌市提供の広報媒体、マスコミ関係への情報提供） 

マスメディアは、即効的な効果が見込める有効な広報手段です。当協会では、札幌市公

式アプリ及びマスコミ関係等の広報媒体を幅広く活用し、公園のイベントや自然等の情報

を積極的に提供します。また、観察会等のイベント情報は、地域のフリーペーパー等に掲

載してもらえるよう計画します。 

 

ビジターセンター機能の拡大による利用促進 

平成 27 年度から管理事務所が新しくなり、これまで以上に西岡公園の魅力を伝えるビジ

ターセンターとしての機能、ニーズが高まっています。自然情報の提供を充実させるととも

に、休憩場所として落ち着ける空間を提供することにより、利用促進に努めます。 

① リアルタイムな自然情報の展示 

毎日の巡視により得た情報から、今見られる花の情報、飛来している野鳥、ホタルの発

生状況などの最新の自然情報が得られる展示やフィールドノートを活用します。園内の地

図にリアルタイムの自然情報を掲示し、来訪者から得る情報も共有できる情報交換の場を

作ります。 

② 歴史を紹介する展示 

縄文時代から公園が完成するまでの歴史を、写真等を交えて展示します。また、公園敷

地内で見つかった矢じりや土器を展示し、実際に目で見て触って学べる展示を行います。 

③ 季節展示 

春のミズバショウ、夏のホタル、秋の紅葉、野鳥など、西岡公園の四季を代表する生物

や景観の紹介展示を制作します。 

④ 環境教育を促すキッズエリア 

自然環境をテーマにした絵本や、自然素材を使用した知育玩具を配置したキッズエリア

を設けることで、子どもからお年寄りまでが遊びながら自然に触れ合い、多様な環境への

関心を深めるきっかけを提供します。 

⑤ 昆虫・植物の標本展示 

ボランティアが作成した昆虫の標本や、53 種のトンボの標本、植物標本の展示を行

い、西岡公園の生物の多様性を伝えます。 

⑥ 魚やカメの生体展示 

月寒川や水源池に生息するウグイ等の魚類や、人によって放されたカメ等を飼育展示

し、生物や生態系への理解・関心を深めます。 

 

環境教育活動による利用促進 

西岡公園の豊かな自然環境を保全するために、貴重な環境を大切にしたいと感じる心を育

むための様々な環境教育プログラムをこれまで行ってきました。今後も継続的に実施するこ

とで、身近な自然に関心を持ち、公園のリピーターになる人々を増やしていきます。 
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① 西岡ヤンマ団 

西岡ヤンマ団は、1 湖沼におけるトンボの種類が北海道でもっとも多い西岡公園におい

て、トンボの調査をする子ども達の活動です。平成 19 年度から活動を開始し、これまで

未記録種の発見にも大きく貢献しています。活動期間は 10 年を超え、環境教育や生物多

様性の分野で複数の受賞歴があります。近年では平成 28 年度にさっぽろ環境賞（市長

賞）を受賞しており、今後も活動を継続します。 

新規/継続 継続 

開催期間 令和５年度 

実施回数 5 回程度/年 

対象 小学生 

② 西岡さかな組 

西岡さかな組は、平成 21 年度から実施している、水辺の生き物を調査する子ども達の

活動です。両生類の卵塊調査や、池の生き物調査などを行い、調査結果も蓄積され、水源

池周辺に生息する水生生物の分布を知る上で有用な情報源となっています。活動期間は

10 年を越え、環境教育や生物多様性保全の分野で複数の受賞歴があります。近年では平

成 29 年度に日本水環境学会水文化賞を受賞しており、今後も活動を継続します。 

新規/継続 継続 

開催期間 令和５年度 

実施回数 5 回程度/年 

対象 小学生 

③ 西岡公園自然調査報告展 ～ ヤンマ団＆さかな組活動の記録 

西岡ヤンマ団や西岡さかな組など、西岡公園で行われている自然調査の報告展を市内の

公共施設や公園で実施し、子ども達自身が来場者に調査の成果を伝える場を設けます。西

岡公園の近隣住民や市内の自然愛好家に見ていただくことで、西岡公園の自然の豊かさや

大切さを多くの人に伝えます。 

新規/継続 継続 

開催期間 令和５年度 

実施回数 1 回程度/年 

対象 小学生 
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④ オオハンゴンソウ防除活動 

特定外来生物であるオオハンゴンソウの防除活動を西岡植物の会と協働で行います。勢

力拡大防止に努め、自然環境の保全活動として定着させていきます。 

新規/継続 継続 

開催期間 令和５年度 

実施回数 １回/年 

対象 市民 

 

地域との連携による利用促進 

西岡公園・西岡中央公園の近隣には、小学校、児童会館、保育園、介護予防センターなど

の施設があります。これらの周辺施設と連携することにより、公園の利用促進につなげてい

きます。 

① 周辺施設との連携 

当協会は、近隣の児童会館や老人福祉施設が主催する自然観察会のガイドや、クラフト

教室の指導を行ってきました。今後もこれらの施設と連携し、イベントを企画します。ま

た、各施設の利用者に西岡公園の自然の大切さを伝え、西岡地区の活性化を図ります。 

② 周辺施設のイベントへの出展 

平成 21 年度から、ボランティアと連携して、西岡南小学校の「ふれあいフェスタ」等

の近隣施設の催しに出展し、クラフト体験や西岡公園の紹介を行っています。今後も継続

して地域のイベントに出展し、西岡公園の自然の魅力を地域に PR します。 

③ 西岡中央公園内でのベイト散布 

令和 3 年度から、西岡中央公園に隣接する田中学園グループ、札幌大学と協働して周

辺に生息するキツネのエキノコックス症対策として、エキノコックス駆除剤（ベイト）を

協働で月 1 回散布することとなりました。3 者で協働することで同一個体が生息してい

る可能性のあるエリアをカバーし、継続して散布することで近隣住民や学校関係者、公園

利用者へのエキノコックス症対策となります。今後も継続して散布し、安心して利用でき

る環境を作ります。 

イベントの開催による利用促進 

利用者を増やすために、四季を通じて、多年代向けに様々なイベントを開催します。 

① おさんぽガイド 

西岡公園の自然の見どころや歴史等をより多くの利用者に伝えることを目的として、お

さんぽガイドを実施します。ガイドボランティアと協力して企画運営します。なお、平成

30 年度までガイドウォークと称していましたが、ボランティア及び参加者からの要望が

あり、事業名を「おさんぽガイド」と変更しました。 
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新規/継続 継続 

開催期間 令和５年度 

実施回数 6 回/年 

対象 市民 

 

② 季節の体験イベント 

クラフト教室や昆虫採集など、四季折々の自然を楽しめる体験イベントを企画します。 

新規/継続 継続 

開催期間 令和５年度 

実施回数 ４回/年 

対象 市民 

③ プレーパークの開催の支援 

平成 23 年度に札幌市子ども未来局から当協会が受託した業務において、モデル事業と

して西岡公園でプレーパークを開催しました。その後、プレーパークは当協会の自主事業

として継続し、平成 25 年度からは地域住民のボランティア団体「遊木森森」が運営を引

き継ぎ、地域の遊び場として定着しました。西岡公園のプレーパークは、「西岡南小学校

おやじの会」や、ボランティア団体など、様々な団体が連携した運営となっていることが

大きな特徴です。今後も地域団体と協力しながら、プレーパークの運営を支援します。 

④ 「冬の西岡公園にスノーキャンドルのあかりを灯そう」の開催 

当協会では、「冬の西岡公園にスノーキャンドルのあかりを灯そう」を実施していま

す。平成 23 年度からは、「西岡南小学校おやじの会」や、西岡公園パークヒルズ町内

会、「ニハルクラブ」等の登録ボランティアと実行委員会を組織して開催しています。防

災意識を高める地域のイベントとして定着していることから、今後も地域交流の場として

継続します。 

⑥  「愛犬といっしょの公園散歩講座」 

当公園は、犬の散歩で利用される方も多く、一部の方のマナーがなかなか改善されない

状況があります。改善に向けた取組のひとつとして、令和 3 年度、公園での散歩マナー

を身につけていただくための散歩講座を実施しました。今後も犬の社会性を育むととも

に、飼い主が公園の利用マナーについて考えるきっかけをつくり、利用マナーの啓発をす

ることで、犬の飼い主同士の連携・理解を深めます。 
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利用促進の指標と目標 

利用促進のための取組の指標と目標は、次のとおりです。 

区 分 指 標 目 標 

広 報 公式ホームページ運営 
5 年間でアクセス数を 5％増
（H29 年度約 6.3 万アクセス） 

イベントの開催 

スノーキャンドル 年 1 回 

おさんぽガイド 参加者 10 名/回 年 6 回以上 

季節の体験イベント 参加者 10 名/回 年 4 回以上 

プレーパーク 参加者 50 名/回 年 2 回以上 

西岡ヤンマ団 参加者 15 名/回 年 5 回以上 

西岡さかな組 参加者 10 名/回 年 5 回以上 

愛犬といっしょの公園散歩講座 
平成 31～35 年度の期間中 

1 回の開催（令和 3 年度実施) 

サービス 車いすの無料貸出 1 台配備 

 

 （２）マナー啓発に関する業務と実施計画 

当公園においてマナー啓発が必要な不法行為・迷惑行為としては次の事項を想定し、それぞ

れに対策を講じます。 

① 犬のノーリード防止対策を講じること 

② 放置自動車及び放置自転車を防止する対策を講じること 

③ ごみのポイ捨てを防止する対策を講じること 

④ 禁止行為及び迷惑行為を防止する対策を講じること 

⑤ 禁止区域への自転車の乗入れ 

⑥ スケートボード、インラインスケート等の危険な滑走 

⑦ 「札幌市生活環境の確保に関する条例」による規定を外れる行為 

⑧ 火気の使用 

⑨ 草花の盗掘や花の切取り 

⑩ 公園内諸施設への落書き 

⑪ 公園内へのペット等の放置と野生動物への餌付け 

⑫ 公園敷地内への雪の運び込み 
⑬ 生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物の持込み及び持出し 
⑭ ごみの不法投棄 

 

１）取組の基本的な方針 

公園利用者や近隣住民に安全・安心・快適な環境を提供する上で、不法行為・迷惑行為の

抑制は不可欠です。 

これらを抑制するためには、公園利用者や近隣住民のモラル・マナーの向上に対する意識

の啓発が重要であり、そのためには、口頭注意や看板等の掲示物により注意を促すことも必

要です。さらに、公園自体を常に美しい状態に保つことにより、その美しい状態を利用者等

が自らの手で汚さない、荒らさないようにする意識を醸成することも、有効な手段であると

考えます。 
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当協会は当公園の景観・美観の維持に努め、利用者にその意図を理解していただけるよ

う、態度・行動・状態などの目に見える形で示し、その上で様々な不法行為・迷惑行為への

対策に努めます。 

さらに、公園利用者との相互コミュニケーションや地域コミュニティとの連携・協働によ

って不法行為・迷惑行為の対策を講じることにより、当公園への愛着心の醸成を図ります。 

２）具体的な取組の実施計画 

マナー啓発に関する活動としては、不法行為や迷惑行為が発生しないように対処する取組

と、これらの行為が発生した際の対処方法に分けて取り組みます。 

 

不法行為・迷惑行為抑制のための備え 

① 公共空間利用の意識啓発 

公式ホームページ、掲示板、注意看板等で、禁止行為とその理由を明確に表示し、利用

者等への理解を促します。 

また、不法行為の禁止を訴えるだけでなく、マナー向上の意識啓発活動として、地域コ

ミュニティと連携したキャンペーン活動やマナーアップ事業に取り組み、公共空間の利用

に対する意識改善に努めます。 

② 公園の美観維持のための巡回と相互交流 

公園内の巡回・清掃・維持管理作業等の際には、ベンチ等の施設や記念碑・モニュメン

ト等の汚れ・破損の有無等を確認するほか、ごみの散乱やトイレの汚れなどにも留意して

園内の美観を確保し、マナーやモラルの低下を誘引する要素があれば迅速に解消します。 

また、巡回や管理作業の際には、「あいさつ」や「声かけ」により利用者とのコミュニ

ケーションを積極的に図り、相互交流のある開かれた公園管理に努め、利用者等と協働で

公園を見守る「人の目」を確保します。 

 

マナー啓発に関する取組 

日常の巡回により禁止行為等を発見した場合は、注意、指導を行います。改善が見られな

い場合は、看板設置等による啓発を図るとともに、所轄の警察や関係機関と協議し、対策を

講じます。 

そのほか、個別の事案に対しては、それぞれ次のとおり取り組みます。 

① 犬の飼い主への啓発と働きかけ 

条例で禁止されている犬のノーリード、フンの始末をしない飼い主などに対し、看板、

公式ホームページ等による周知のほか、園内巡回時の「声かけ」によるマナー啓発を行

い、飼い主と犬を飼わない方の双方が公園を快適に利用できる環境づくりに努めます。

NPO 法人主催のマナー啓発キャンペーンへの参加や、指定管理期間中に当公園で１回程

度、（公社）日本愛玩動物協会北海道支部等との共催で「愛犬といっしょの公園散歩講

座」の開催を計画しており、令和 3 年度に西岡公園で実施しました。 
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② ごみのポイ捨て、不法投棄の防止対策 

巡回や管理作業時には、スタッフはごみ袋を携帯して目についたごみを即座に処理し、

ポイ捨てを誘発しない環境づくりに努めます。 

また、自然林や駐車場へのごみの不法投棄対策として、日常の巡回を強化します。投棄

ごみを発見した場合は、速やかに警察に通報します。 

③ 火気使用の防止 

禁止されている火気（バーベキュー、花火等）の使用について、持ち込み等を発見した

際には注意し、公園内は火気の使用が禁止であることを理解していただきます。 

④ 草花・花木等の盗掘・折り取りの防止 

草花の持去りや花の折り取りが見受けられる場合は、こうした行為を止めるよう、看板

の設置や公式ホームページ等で呼びかけます。また、行為者を確認した際は、公園内で植

物採取ができないことを説明し、理解していただきます。 

⑤ 公園内諸施設への落書き防止対策 

公園内施設への落書きがあった場合には、被害拡大を抑えるために早期の修復を行いま

す。悪質な落書きについては、警察に被害届を提出するとともに、札幌市に報告します。 

⑥ 公園内へのペット等の放置と野生鳥獣の餌付けへの対策 

公園内に生息する野鳥等の野生動物に対する餌付けや、飼育生物の放置など、公園内の

生態系に対して悪影響を及ぼしかねない行為に遭遇した際には、理由を明確に説明して、

直ちに行為をやめるようお願いします。 

また、カラスの繁殖期においては、親ガラスが攻撃的になるため、公園利用者にはカラ

スの生態についての情報提供を行い、看板の設置や迂回措置、声かけなどにより注意喚起

し、被害の防止に努めます。 

⑦ 生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物の持ち込み及び持ち出し 

カメ、ザリガニ、熱帯魚、その他の飼育生物、外来生物を園内に放置・遺棄する行為に

ついて、当公園で確認した際には、周辺の生態系に対する悪影響について説明し、直ちに

行為をやめるようお願いします。また、趣旨については、公式ホームページ等により周知

に努めます。 

⑧ 放置自転車等への対応 

園内に放置された自転車・バイクについては、移動依頼の貼り紙等を付けてから１週間

経過後、メーカー、車体番号、盗難登録番号などについて管轄の警察署に照会し、所有者

が見つからない場合や引取りがない場合には廃棄処理を行います。 

⑨ 自転車の乗り入れへの対応 

自転車を乗り入れる行為について、当公園では自転車を駐輪所に駐めて、徒歩等で楽し

んでいただくよう案内し、園内看板への掲示と公式ホームページへの掲載で周知します。 
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⑩ スケートボード、インラインスケート対策 

スケートボード等の危険な乗り入れが確認された際には、口頭で注意指導し必要に応じ

て注意（禁止）看板を設置し、事故の未然防止に努めます。 

⑪ 公園敷地内への雪の運び込みの防止対策 

冬期間、公園敷地内に無断で運びこまれる雪により、施設の破損や維持管理上の影響の

おそれがある場合は、発見時の直接の注意、指導や看板等での啓発を行います。 

⑫ 夜間の騒擾行為の防止対策 

夜間の騒音（集団での放歌・談笑、大音量でのプレイヤーの使用、バイクの空ぶかし

等）対策として注意看板等を掲示します。また、周辺住民等から苦情が出た場合には夜間

に巡視を行い、該当事案の対象者には協力を呼びかけます。さらに、悪質な対象者には所

轄の警察と連携し、巡視の強化・指導を要請します。 

⑬ 違法駐車等禁止行為への対策 

公園内及びその周辺での違法駐車に対しては、看板設置、公式ホームページ掲載等のほ

か、必要に応じてチラシ等を作成配布するなどにより注意喚起します。 

悪質な路上駐車に対しては、警察等との連携を図り、円滑な交通確保に努めるとともに

パトロール強化を依頼します。 

特に、ホタル観察時期や催事が行われる際には、混雑状況を常に把握するとともに、違

法駐車車両を発見した際には注意・指導を行います。 

 

市民参加・地域協働によるマナー啓発、不法・違法行為抑制 

西岡公園のマナー啓発活動 

西岡公園の子ども調査隊「西岡ヤンマ団」「西岡さかな組」、ボランティア団体「ニハル

クラブ」との協働で、西岡公園駐車場の既設園内地図の更新を行い、来園者に生き物の情

報の提供と、保全活動への理解を求める活動を行っています。また、ボランティア団体

「森の工作」との協働で、園内のマナー啓発看板の製作・設置を行っています。 
今後はこれらの活動を子ども達やボランティア団体と協働で実施していることを PR

し、また公園の緑豊かな環境に触れるイベントを開催することで、市民へのマナー啓発、

不法・違法行為抑制につなげることを計画します。また、西岡中央公園についても、ボラ

ンティア団体に呼びかけてマナー啓発活動の推進に努めます。 
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7 利用者サービス等に関する取組 

（１）利用者サービスの基本的な方針 

1）利用者サービスの基本方針 

私たちは、当協会が運営方針とする公益性「５つのＫ（公平・公開・効率・協働・環境）」

をベースとして、公の施設を管理するスタッフが｢全体の奉仕者｣であることの自覚と使命感を

持つとともに、一人ひとりの知識と技術を高め、次の観点を基本方針として利用者サービスの

向上を図ります。 

① 利用者の平等・公平性の確保 

ａ 公園の管理に当たっては、平等で公平な利用を尊重するとともに、誰もが等しく受

益できるユニバーサルサービスを推進します。 

ｂ 誰でも利用できる、偏りのない広範囲な情報を発信します。 

② 安全・安心な利用の確保 

ａ 施設を適切に維持管理し、利用者の安全と安心を確保します。 

ｂ 安全･安心な利用のため、巡回や案内等、適切な運営を行います。 

ｃ 危険箇所の早期発見に努め、利用規制、立入規制等、適切に対応します。 

ｄ 防犯と防災対策を確実に行います。また、地域と連携して取り組みます。 

e 新型コロナウイルス感染症対策を札幌市の指示のもと、着実に対応します。 

③ コンプライアンス 

公園の管理運営に必要な関係法令を遵守し、公正な管理運営を行います。 

④ 住民福祉・お客様満足度の向上 

ａ お客様からの意見等を管理運営に反映させ、満足度を向上させます。 

ｂ 情報公開を積極的に行い、説明責任を果たします。 

ｃ 市民参加・協働を推進し、地域との連携を強め、地域活性化に貢献します。 

⑤ 快適性の確保 

ａ 花と緑を適正に管理し、美しい景観を形成します。 

ｂ 定期的な施設の保守点検、効果的な清掃等により快適な利用をサポートします。 

⑥ 人材育成とホスピタリティの向上 

接遇研修等によりスタッフの資質向上に努め、サービス向上につなげます。 

⑦ 設置目的、地域特性・利用特性等の最大限の発揮 

ａ 公園の設置目的、札幌市との協定に沿った管理運営を実践します。 

ｂ 地域の要望や住民サービスの向上の視点から管理運営を行います。 

ｃ 貴重な公共の財産として、将来を見通した管理運営を行います。 

⑧ 定期的な見直しと改善 
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年度ごとに公園マネジメント評価システムを活用した検証を行い、改善につなげます。 

２）業務計画の実施要領 

西岡中央公園テニスコート 

当テニスコートは、幅広い年齢層に利用されており、安全で快適にプレーできる環境を提

供するため、適切な管理を実践してきました。今後もコート整備やベンチ・ネット等の設備

点検を適切に行い、利用者の安全及び利便を向上させます。 

① 利用期間・時間 

特記仕様書では、利用期間は 4 月 29 日から 11 月 3 日までとなっていますが、雪や

気候の状況等により札幌市と協議し、利用期間を延長します。 

② 使用料金 

維持管理業務特記仕様書のとおり、設定します。 

③ 利用促進のための取組 

札幌市公共施設予約情報システムについて、未登録者に対する案内等に努め、登録者数

を増やし、利用者の利便性の向上を図ることにより、利用促進に繋げます。 

④ 受付期間・時間 

スポーツ施設の受付業務は、西岡公園管理事務所の開館時間中とし、4 月から 11 月の

9 時から 17 時の間に対応します。 

 

【西岡中央公園テニスコート 利用期間・利用時間・使用料】 

利用期間 利用時間 使用料 

4 月 29 日 ～ 8 月 31 日 午前 7 時 ～ 午後 7 時 

1 時間 640 円   9 月 1 日 ～ 9 月 30 日 午前 7 時 ～ 午後 6 時 

10 月 1 日 ～ 11 月 3 日 午前 7 時 ～ 午後 5 時 

 

３）年度別実施計画 

テニスコートのある西岡中央公園が、受付を行う西岡公園と離れていることから、利用申

込み時に不便を感じる利用者がいます。今後も手軽な申込みとコンビニ支払いが可能な、ス

ポーツ予約システムの普及の継続を図ります。 

利用料金収入の年度別目標額は次のとおりです。 
（単位：千円） 

施 設 令和５年度 

西岡中央公園 テニスコート   611 
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（２）自主事業への取組 

「6 事業の計画」で記載したように、新たな公園利用者の誘致、利用頻度の向上、滞在時

間の延長を目標とし、自然環境に恵まれた立地であることを生かして、当公園が「街」「人」

「自然」をつなぐ場として機能する取組を実施します。公園利用者の幅広いニーズに応える、

管理事務所の展示企画・運営をはじめ、集客や季節性を重視したイベントを開催して公園利用

のきっかけを提供し、当公園への再訪性を高めることをねらった定期事業を実施することによ

り、利用者サービスの向上を図ります。 

１）取組の基本的な考え方 

自主事業は、公園の設置目的と効用を最大限に高め、公園の特徴を生かすべく、次の観点

を基本的な考え方として計画立案、実施します。 

① 公平・平等 

自主事業の周知と募集に当たっては、札幌市提供の広報媒体をはじめ、公式ホームペー

ジ、チラシなどで広く周知し、市民の事業参加への機会均等を確保します。 

② 安全体制の確保 

行催事の開催に当たっては、会場や使用備品等の点検をはじめ、事故防止を徹底しま

す。また、事業ごとに必要な人員を配置して、適正な利用指導を行います。 

③ コンプライアンス 

自主事業は、諸法令を確認・遵守して計画立案します。 

④ リーズナブルな価格設定 

自主事業における講習等の受講料やイベント参加料は、どなたでも気軽に参加・継続で

きるよう低価格に設定します。 

⑤ ニーズに対応した事業 

公園や事業に対する要望などについて、お客様から直接の聞き取りやアンケートを行う

ほか、アンケートボックス、電子メールなどにより的確に把握し、管理運営と事業に反映

させます。 

⑥ クオリティの確保 

自主事業のカリキュラムや内容については、これまでの当公園管理の経験と、多くの公

園を管理しているスケールメリットを生かして作成します。また講師は、事業内容により

経験と知識の豊かな当協会スタッフが当たり、特殊な能力や知識を必要とするものについ

ては外部講師を招聘するなどして、高いクオリティを確保します。 

⑦ 地域やボランティア等との連携 

自主事業として実施する比較的大きな行催事等については、地域の方々や公園ボランテ

ィアとの協働・連携をベースに進めます。また、このことにより地域や団体、公園ボラン

ティアの活動の活性化に努めます。 
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⑧ 事故発生時の対応 

自主事業の実施に際して、施設賠償責任保険のほか、レクリエーション保険等に加入

し、万全の措置を講じます。万一、参加者がケガをするなどの事故が発生した場合には、

迅速かつ誠意を持って対応します。 

⑨ 新型コロナウィルス感染拡大防止策の対応 

新型コロナウィルス感染拡大防止に努め、管理事務所内の消毒・換気を図るとともに、

スタッフ・利用者への周知や注意喚起、咳・発熱等の症状がある方のイベント参加や利用

の辞退、ソーシャルディスタンスの確保のほか、手洗い・うがいの励行等の感染対策に努

めます。なお、感染拡大状況の変動があった場合には札幌市の指示のもと対応し、管理事

務所内での利用スペースの制限やイベントの中止等も検討します。 

 

以上の観点をベースに、幼児から高齢者、親子など幅広い層を対象に、お客様の目的

やニーズに応じて、たくさんの方々に来園いただけるよう、魅力あるプログラムを提供

します。 

また、自主事業は、仕様書に記載された業務に影響のないように計画するとともに、

札幌市に申請書を提出し、承認を得た上で実施します。 

なお、自主事業のうち、税法上の収益事業における利益は、公益事業である公園の利

用促進や利用者サービスの向上、広報活動等の管理運営の経費に充当します。 

 

２）取組の具体的内容 

① 事務所売店の営業（収益事業） 

自然観察に適した図鑑や散策時に利用しやすいオリジナル資料、北海道の自然に関する

書籍や動植物・昆虫等の図鑑、ポストカード、ガチャガチャ（缶バッチ等）の販売を行い

ます。また、公園で発生した剪定木や木の実などを再利用した使ったクラフト品、クラフ

ト素材の販売、菓子類の販売を継続して行います。 

売店営業（収益事業） 

実施時期/回数 通年 

対象 利用者 

年次目標 令和５年度 

収入予定金額 500,000 円 

支出予定金額 350,000 円 

収支予算 150,000 円 

② 自然観察グッズの貸出し（収益事業） 

管理事務所において、自然観察に役立つ双眼鏡や虫眼鏡の貸出しを行います。 

観察グッズの貸出し（収益事業） 

実施時期/回数 通年 

対象 利用者 
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年次目標 令和５年度 

収入予定金額 2,000 円 

支出予定金額 0 円 

収支予算 2,000 円 

③ スノーシューの貸出し（収益事業） 

冬期間の公園利用を促進するために、管理事務所でスノーシューの貸出しを行います。 

スノーシューの貸出し（収益事業） 

実施時期/回数 冬期間 

対象 利用者 

年次目標 令和５年度 

収入予定金額 8,000 円 

支出予定金額 0 円 

収支予算 8,000 円 

④ 自動販売機の設置（収益事業） 

西岡公園では、利用者の利便性を図るため、休憩スペースに自動販売機を設置し、清涼

飲料水の提供を行います。設置に際しては、省エネルギー及び防犯加工タイプや災害時支

援型自動販売機の自動販売機の導入を優先します。また、令和 2 年度から既存のペット

ボトル自動販売機の他に、休憩スペースで手軽に飲める紙コップタイプの自動販売機を設

置し、利用者の多様なニーズに応えます。 

自動販売機の設置（収益事業） 

実施時期/回数 通年 

対象 利用者 

年次目標 令和５年度 

収入予定金額 215,000 円 

支出予定金額 20,000 円 

収支予算 195,000 円 
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⑤ 焼き菓子の販売（収益事業） 

利用者サービスの一環として、焼き菓子の販売を行います。地元の洋菓子店の商品を提

供し、親しんでいただきます。 

焼き菓子の販売（収益事業） 

実施時期/回数 通年 

対象 利用者 

年次目標 令和５年度 

収入予定金額 100,000 円 

支出予定金額 85,000 円 

収支予算 15,000 円 

⑥ 体験イベント、体験型講習会（公益事業） 

クラフト教室、おさんぽガイド等の各種体験イベント（P82 参照）を企画・開催しま

す。レクリエーション保険料や資料代相当額として参加費を徴収し、安心、有意義な内容

で実施します。 

体験イベント・体験型講習会（公益事業） 

実施時期/回数 通年 

対象 利用者 

連携団体 
ボランティア団体、北海道大学

環境科学院、北海道大学理学院 

年次目標 令和５年度 

収入予定金額 90,000 円 

支出予定金額 30,000 円 

収支予算 60,000 円 

⑦  子ども自然調査活動（西岡ヤンマ団・西岡さかな組）の実施（公益事業） 

子ども達が調査員となって西岡公園の自然を調べる活動を行います（P80 参照）。保険

料、資料作成費などの活動費として参加費を徴収し、安心、安全な活動を実施します。 

子ども自然調査活動（公益事業） 

実施時期/回数 通年 

対象 西岡ヤンマ団、西岡さかな組 

連携団体 
北海道トンボ研究会、北海道大学環境科学院、ボランティア団体、

札幌市博物館活動センター、札幌市円山動物園 

年次目標 令和５年度 

収入予定金額 ８０,０００円 

支出予定金額 ３0,０００円 

収支予算 ５０,０００円 
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年度別自主事業売上げ目標 

（単位：千円） 

項 目 令和５年度 

売店営業 500 

自然観察会グッズの貸出し 2 

スノーシューの貸出し 8 

自動販売機の設置 215 

焼き菓子の販売 100 

体験イベント・講習会 90 

子ども自然調査活動 ８０ 

合 計 995 

 

（３）当公園の魅力等の把握及び向上 

１）西岡公園の特性と魅力について 

西岡公園は、100 年以上前に月寒川を堰き止めて造られた水源池を中心に据え、その周り

には当時入植した人々がこの地域の資源を利用したことによる二次林が広がっており、緑と

水に恵まれた豊かな環境と、北海道開拓の一端を担った歴史を感じることができる場所で

す。 

札幌市中心部から直線で約 8km の近距離に位置するこの公園は、多くの野鳥や山野草、

また北海道の 1 湖沼では最多となる 53 種のトンボの採集記録（平成 30 年 9 月現在）を誇

るなど、動植物の観察における見どころが多く、近隣の方から自然愛好家、専門家まで幅広

い層に利用されています。 

 

２）特性を生かし、魅力を高める取組の具体的内容 

西岡公園では、「西岡ヤンマ団」と「西岡さかな組」という、小学生を対象とした調査活動

が 10 年を超える期間にわたり続いています。これらの活動は、参加者のみならず、指導者

である専門家やボランティアとして活動を支える大学院生、各活動の卒業生、保護者、そし

て札幌市博物館活動センターや北海道大学などの地域の教育・研究機関が連携することで成

り立っており、常に多世代・多分野の人々が交流を持ち続ける機会の創出にもつながってい

ます。 

今後予定している下記のような魅力の発信や環境保全への取組に当たっても、これらの活

動に関わる方々を含め、市民の意見・要望を取り入れた有効な保全活動に取り組む環境が整

っています。 

① 観察に適した湿原植生の維持管理 

ヨシ原となっている湿原内で、多種多様な湿生植物を観察できるように、季節に応じて

ヨシの刈高を調整し、春から秋まで季節ごとの花をより観察しやすいように工夫した維持

管理が可能です。ヨシの刈高や刈る範囲については専門家の指示を仰ぎながら、ボランテ
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ィア団体「西岡公園植物の会」との協働で維持管理作業を行います。おさんぽガイドの際

には、これらの管理手法について参加者に紹介する中で、湿生植物の多様性についての理

解を深めます。 

② 市民協働によるビオトープ的観察区域の設定 

西岡公園の駐車場から近いパーゴラ広場脇の湿地において、「西岡公園植物の会」を

はじめとしたボランティア団体と協働で、ヨシ刈りや水の流れの調整を行い、湿地にい

る両生類やトンボなどの昆虫、ミズバショウなどの湿生植物を観察しやすい環境を新た

に整えます。さらに、動植物の紹介プレートを設置することで、公園奥地まで足を運ば

なければ見られない動植物を駐車場付近でも観察でき、手軽に公園の魅力を知っていた

だけるエリアとなります。滞在時間の限られた観光客や、近隣教育施設の総合学習の場

としても非常に有用です。 

③ 歴史紹介ブースの活用 

支笏火山の噴火に由来する火砕流が流れ込んだ西岡地区の成り立ちから、現代の公園造

成に至るまでを紹介するブースを管理事務所内展示室に新たに設けます。ブースでは、水

源池造成にも使用された札幌軟石や豊平レンガに実際に触れたり、イラストや写真を通し

て歴史を知ることができる展示を行います。また、近隣教育施設の総合学習での利用をは

じめ、公園を利用するミドル～シニア層の知的好奇心を刺激し、幅広い層が公園管理事務

所に立ち寄りたくなるような展示を目指します。歴史紹介ブースの他に、登録有形文化財

である取水塔や水源池を現地で見て知ることができるガイドも企画します。 
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8 管理業務に付随する業務（施設ホームページのウェブアクセシビリティ確保）について 

（１）既存サイトの継続使用によるアクセシビリティ確保 

当協会の既存サイトで現在公開している当公園のホームページを、引き続き改善しながら運

用するとともに、次のとおりウェブアクセシビリティの確保に努めます。 

① 既に達成済みの適合レベル AA 準拠の維持・向上に向けた取組スケジュール 

当公園のホームページについては、平成 29 年度に試験を行い、日本工業規格 JIS X 

8341-3：2016 の適合レベル AA に準拠しています。 

今後のウェブアクセシビリティの維持・向上に向けた取組としては、毎年４月に担当職

員を対象としたアクセシビリティ講習を行うとともに、「NPO法人手と手」や「公益社団

法人札幌市視覚障害者福祉協会」等の福祉団体に年１回のチェックを依頼し、意見・助言

をいただき対応します。 

② 新規ページ作成・ページ修正時におけるアクセシビリティ確保の方策 

ページの新規作成時や修正時には、当協会で作成した「アクセシビリティマニュアル」

に基づき適切に対応します。 

③ 試験実施予定時期及び方法 

既に公開しているホームページは試験実施済みですが、ホームページのリニューアルや

JIS 規格の変更があった場合は、速やかに JIS X 8341-3：2016「附属書 JB（参考）

試験方法」に基づいた試験を行い、結果を公開します。 

④ アクセシビリティ維持・向上の取組（職員研修・利用者からの意見収集等） 

上記①に示した対象職員へのアクセシビリティ講習や福祉団体からの意見聴取を行うほ

か、一般の利用者からも電子メール等で意見をいただけるよう、ホームページ上で案内し

ます。 

⑤ ウェブアクセシビリティの問題が発生した場合における対応方法等 

ウェブアクセシビリティに関わる問題が発生した場合には、担当者を決めて情報を集約

し、専門業者と連携を取って解決に向けた対応を迅速に実施します。また、他公園、他ド

メインにおいて同様の問題発生の恐れがある場合には、前もって対処します。 

⑥ 過去のウェブアクセシビリティ対応実績 

ウェブアクセシビリティ対応の実績としては、当公園をはじめ、当協会が管理運営する札幌

市指定管理施設のすべてのホームページ及び当協会のホームページにおいて、既に日本工業規

格 JIS X 8341-3：2016 の適合レベル AA に準拠しています。 
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9 札幌市内の企業等の活用について 

（１）活用についての考え方 

当協会では、物品の購入、また外部への委託等については、次に示す理由により、札幌市内

の企業・団体を優先的に活用しています。 

１）札幌市内の企業・団体を活用する理由 

・ 地域経済の発展に寄与するため 

・ 優秀な技術、商品等をいち早く入手するため 

・ 地域の高品質な技術や優良製品等が市民の目に留まる機会となるため 

・ 商品等の輸送時に排出される CO2 の抑制に貢献するため 

次の優先事項を考慮して、当公園の管理において、適切な市内企業を選定し、活用してい

きます。 

２）札幌市内の企業・団体の中での優先事項 

・ 福祉施策に積極的に取り組んでいる企業 

・ 環境に配慮した商品や技術を有している企業 
・ 福祉施設・団体等が生産する物品等の調達 

・ 地域の風土、素材、デザイン、特産等を生かした札幌らしい商品・サービス等 

（２）活用に向けた具体的な取組 

当協会では、上記の理由及び優先事項に適合する札幌市内の企業や商品等を適切に選定する

ために、以下のとおり取り組みます。 

① 当協会で管理する公園・施設間の情報を共有して、企業のコンプライアンス・信用

力、業務の体制や実績等を総合的に見極めて事業者を選定するよう努めます。 

② 商品の適正価格、品質、サービスの柔軟性等の要素についてよく検討して、管理経

費の節減と適切な業務遂行に相応しいものを選びます。 

③ 新聞、テレビ、インターネット、情報誌等により、札幌市内の企業や商品等の情報

収集に努め、積極的な活用につなげます。 

④ 札幌市中小企業振興条例の理念に則り、中小企業や個人経営者の受注機会を増や

し、地域の商店などの活性化に努めます。 

⑤ 「令和４年度札幌市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」の趣旨を理解し、

障害者就労施設等からの物品・販売商品等の調達や業務の委託などの継続・拡大に

努めます。 

 

 



西岡公園、西岡中央公園 法人・団体名 公益財団法人札幌市公園緑化協会

事業費 管理費 小計 自主（公益） 管理費 収益事業 管理費 小計

指定管理費 28,854

利用料金収入 611

その他収入 955 955

収入計 955 30,420

人件費（職員費） 12,028 1,057 13,085 0 0 0 36 36 13,121

人件費（臨時） 8,310 38 8,348 0 0 0 2 2 8,350

商品仕入費 0 0 0 0 0 260 0 260 260

旅費交通費 0 5 5 0 0 0 0 0 5

通信運搬費 253 7 260 1 0 0 0 1 261

什器備品費 149 6 155 5 0 0 0 5 160

消耗品費 602 13 615 11 0 27 1 39 654

備品購入費 0 9 9 0 0 0 0 0 9

修繕費 51 6 57 0 0 0 0 0 57

原材料費 46 0 46 0 0 0 0 0 46

印刷製本費 0 1 1 0 0 0 0 0 1

被服費 57 0 57 0 0 0 0 0 57

燃料費 286 1 287 0 0 0 0 0 287

光熱水費 2,262 13 2,275 0 0 17 1 18 2,293

賃借料 491 76 567 0 1 78 3 82 649

保険料 136 1 137 20 0 0 0 20 157

諸謝金 10 25 35 20 0 0 1 21 56

報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0

租税公課 7 2 9 0 0 0 0 0 9

預かり消費税 2,049 113 2,162 4 0 0 4 8 2,170

支払負担金 10 7 17 0 0 0 0 0 17

支払助成金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

委託費 1,431 36 1,467 0 1 19 1 21 1,488

ソフトウェア使用料 132 0 132 0 0 0 0 0 132

広告宣伝費 0 8 8 0 0 0 0 0 8

手数料支出 41 28 69 0 0 0 1 1 70

交際費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

報償費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支払利息 0 2 2 0 0 0 0 0 2

講習・研修費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雑費 0 7 7 0 0 0 0 0 7

寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

リース債務返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

固定資産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行政財産目的外使用料 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出計 28,351 1,461 29,812 61 2 401 50 514 30,326

収支 -347 441 94

利益還元 0 0

法人税等 94

当期純利益 0

管理に係る収支計画書(様式4-2　令和５年度)

科目
指定管理業務 自主事業

計

収
入

28,854

611

0 190 765

29,465 190 765

支
出

利
益
等

127 314



令和5年度資金計画表

西岡公園等

単位：千円

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

支出 指定管理業務 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,800 2,800 2,800 2,700 1,600 1,600 1,512 29,812

自主事業費 30 40 60 70 70 60 60 40 30 20 20 108 608

0

合　　計 2,030 3,040 3,060 3,070 3,070 2,860 2,860 2,840 2,730 1,620 1,620 1,620 30,420

収入 指定管理費 8,656 8,656 8,656 2,886 28,854

利用料金収入 10 120 130 100 90 60 40 30 21 10 0 0 611

自主事業収入 50 80 110 150 150 100 100 60 60 40 30 25 955

合　　計 8,716 200 240 8,906 240 160 8,796 90 81 2,936 30 25 30,420

6,686 -2,840 -2,820 5,836 -2,830 -2,700 5,936 -2,750 -2,649 1,316 -1,590 -1,595 0

6,686 3,846 1,026 6,862 4,032 1,332 7,268 4,518 1,869 3,185 1,595 0

収　支　差　額

収支差額累計


